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9.2 生物・生態系 

 9.2.1 現況調査 

(1) 調査事項及びその選択理由 

調査事項及びその選択理由は、表 9.2-1に示すとおりである。 

表 9.2-1 調査事項及びその選択理由 

調査事項 選択理由 

①生物の状況 
②生育・生息環境 
③生態系の状況 
④土地利用の状況 
⑤法令等による基準等 
⑥東京都等の計画等の状況 

事業の実施に伴い陸上植物の植物相及び植物群落
の変化、陸上動物の動物相及び動物群集の変化、
生育・生息環境の変化及び生態系の変化が考えら
れることから、計画地及びその周辺について、左
記の事項に係る調査が必要である。 

 

(2) 調査地域 

調査地域は、計画地及びその周辺とした。 

 

(3) 調査方法 

1) 生物の状況 

調査は、既存資料調査及び現地調査による方法によった。 

ア．陸上植物の状況 

調査方法は、表 9.2-2に示すとおりである。 

表 9.2-2 陸上植物の調査方法 

調査事項 調査範囲・地点 調査時期・期間 調査手法 

・植物相 
・植物群落 

計画地及びその周辺とし
た。 
（図 9.2-1参照） 

・植物相 
春、夏、秋、早春の 
四季とした。 

・植物群落 
夏の一季とした。 

・植物相 
任意観察法 

・植物群落 
現地踏査、航空写真の判読
及び既存資料の整理によ
り、植生図を作成した。 

 

イ．陸上動物の状況 

調査方法は、表 9.2-3に示すとおりである。 

表 9.2-3 陸上動物の調査方法 

調査事項 調査範囲・地点 調査時期・期間 調査手法 

・哺乳類 
・鳥類 
・両生類・は虫類 
・昆虫類 
・クモ類 

計画地及びその周辺と
し、以下の地点とした。 
（図 9.2-1参照） 
・哺乳類 

１地点とした。 
・鳥類 

１定点、１ラインとし
た。 

・昆虫類(トラップ) 
１地点とした。 
 

・哺乳類 
春、夏、秋、冬の四季
とした。 

・鳥類 
春、夏、秋、冬の四季
とした。 

・両生類・は虫類 
春、夏、秋、早春の四
季とした。 

・昆虫類 
春、初夏、夏、秋の四
季とした。 

・クモ類 
春、初夏、夏、秋の四
季とした。 

・哺乳類 
任意観察法、トラップ法、
夜間調査(バットディテク
ター)による。 

・鳥類 
任意観察法、定点観察法、
ラインセンサス法による。 

・両生類・は虫類 
任意観察法による。 

・昆虫類 
任意観察法、ベイトトラッ
プ法、ライトトラップ法に
よる。 

・クモ類 
任意観察法による。 
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2) 生育・生息環境 

ア．地形等の状況 

調査は、「地形図」（国土地理院）、「土地条件図」(平成 25 年８月 国土地理院)の既存資

料の整理によった。 

イ．植生等の状況 

調査は、「自然環境保全基礎調査 植生調査」（平成 11 年～ 環境省自然環境局生物多様

性センター）の既存資料の整理によった。また、現地調査により、計画地及びその周辺の植

生の状況を確認した。調査は、平成 27年８月 30～31日に実施した。 

ウ．大気環境 

調査は、既存資料を用い、計画地周辺又は最も近傍に位置する一般環境大気測定局（以下

「一般局」という。）５地点、自動車排出ガス測定局（以下「自排局」という。）２地点にお

ける調査結果を整理・解析した。 

調査地点は、表 9.2-4及び図 9.2-2示すとおりである。 

表 9.2-4 既存資料調査地点（大気質の状況） 

区  分 地点番号 測定局名 所在地 設置主体 調査期間 

一般環境 

大気測定局 

No.1 品川区八潮 品川区八潮5-11-17 東京都 

(No.1～No.5,No.7) 

平成27年4月1日 

～平成28年3月31日 

 

(№6) 

平成26年4月1日 

～平成27年3月31日 

 

No.2 品川区豊町 品川区豊町2-1-20 東京都 

No.3 大田区東糀谷 
大田区東糀谷

1-21-15 
東京都 

No.4 中央 
大田区大森西一丁

目12番1号 
大田区 

No.5 京浜島 
大田区京浜島

2-10-2 
大田区 

自動車排出ガス 

測定局 

No.6 
大井中央陸橋下

交差点 
品川区八潮5地先 品川区 

No.7 大森西 大田区大森西2-2-1 大田区 

注）地点番号は、図 9.2-2に対応する。 

出典：「大気汚染結果ダウンロード」(平成 29年 2月 1日参照 東京都環境局ホームページ) 

https://www.kankyo.metro.tokyo.jp/air/air_pollution/result_measurement.html 

｢大気汚染調査」（平成 29年 2月 1日参照 品川区ホームページ） 

http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/menu000007100/hpg000007 

｢平成 27年度版 大田区の環境調査報告書」（平成 29年 2月 1日参照 大田区ホームページ） 

http://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/kankyou/shiryo/kankyouchousa_houkokusho/ 

kankyochosa_27/h27houkokusho.html 
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図 9.2-2 
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エ．地域社会とのつながり 

調査は、当該地域の利用状況において、動植物の生育・生息環境の有する機能との関わり

の整理によった。 

3) 生態系の状況 

調査は、現地調査により確認された動植物の生物相互の関わりの整理によった。 

4) 土地利用の状況 

調査は、「東京の土地利用 平成 23年東京都区部」（平成 25年５月 東京都都市整備局）等

の既存資料の整理によった。 

5) 法令等による基準等 

調査は、文化財保護法（昭和 25年法律第 214号）、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保

存に関する法律（平成４年法律第 75号）、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法

律（平成 14 年法律第 88号）等の法令の整理によった。 

6) 東京都等の計画等の状況 

調査は、「第 11 次鳥獣保護管理事業計画」（平成 27年３月 東京都）、「植栽時における在来

種選定ガイドライン」（平成 26年５月 東京都）の計画等の整理によった。 
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(4) 調査期間 

陸上動植物の現地調査は、表 9.2-5に示す時期に実施した。 

表 9.2-5 調査時期 

調査地域 調査項目 調査時期 

大井ホッケー競

技場 

陸上植物の 

状況 

植物相 

 

春季：平成 27年５月 28,29日 

夏季：平成 27年８月 30,31日 

秋季：平成 27年 11月 13日 

早春：平成 28年３月５日 

植物群落 夏季：平成 27年８月 30,31日 

陸上動物の 

状況 

哺乳類 春季：平成 27年５月 28,29日 

夏季：平成 27年８月 19,20日 

秋季：平成 27年 11月 12,13日 

冬季：平成 28年１月 14,15日 

鳥類 春季：平成 27年５月 28,29日 

夏季：平成 27年８月 19,20日 

秋季：平成 27年 11月 12,13日 

冬季：平成 28年１月 14日 

は虫類 春季：平成 27年５月 28,29日 

夏季：平成 27年８月 19,20日 

秋季：平成 27年 11月 12,13日 

早春：平成 28年３月５日 

両生類 春季：平成 27年５月 28,29日 

夏季：平成 27年８月 19,20日 

秋季：平成 27年 11月 12,13日 

早春：平成 28年３月５日 

昆虫類 春季：平成 27年５月 28,29日 

初夏：平成 27年７月 30,31日 

夏季：平成 27年８月 19,20日 

秋季：平成 27年 11月 12,13日 

クモ類 春季：平成 27年５月 28,29日 

初夏：平成 27年７月 30,31日 

夏季：平成 27年８月 19,20日 

秋季：平成 27年 11月 12,13日 
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(5) 調査結果 

1) 生物の状況 

ア．陸上植物の状況 

(ｱ) 確認種 

現地調査により、計画地及びその周辺において表 9.2-6(1)～(6)に示すとおり 116科 441

種の植物が確認された。 

計画地は、野球場と第一球技場のほか、サクラ広場、クスノキ広場といった原っぱ、外

周樹林がある。外周樹林は、落葉広葉樹のムクノキ、アキニレ、ケヤキ、ウメ、サクラ類

や、常緑広葉樹のスダジイ、マテバシイ、アラカシ、シラカシ、クスノキ等からなる植栽

林で、基本的に見通しがよく管理されているため林床植生は少ない。外周樹林地、高木植

栽地、低木植栽地、草地ともに、都市公園として頻度の高い管理がなされており、多くの

場所で表土が露出し、中低木類は少ない。 

計画地周辺区域には、樹林地及び原っぱ、スポーツ施設のほか、せせらぎの森、西側の

なぎさの森といった自然と親しむことのできるエリアが整備されている。これらの区域で

は、なぎさの森の保全区域内と、周辺（南側）のせせらぎの森を除いて、計画地とほぼ同

様の植物種を確認した。 

表 9.2-6(1) 植物確認種 

No 科名 種名 

1 トクサ スギナ 
2 フサシダ カニクサ 
3 ミズワラビ ホウライシダ 
4 チャセンシダ トラノオシダ 
5 オシダ ナガバヤブソテツ 
6   ヤブソテツ 
7   ベニシダ 
8 ヒメシダ ホシダ 
9   ゲジゲジシダ 
10 メシダ イヌワラビ 
11 ソテツ ソテツ 
12 イチョウ イチョウ 
13 マツ クロマツ 
14 マキ イヌマキ 
15 イヌガヤ イヌガヤ 
16 イチイ カヤ 
17 ヤマモモ ヤマモモ 
18 クルミ オニグルミ 
19   シナサワグルミ 
20 ヤナギ セイヨウハコヤナギ 
21   シダレヤナギ 
22   カワヤナギ 
23   イヌコリヤナギ 
24 カバノキ ハンノキ 
25   アカシデ 
26   イヌシデ 
27 ブナ スダジイ 
28   マテバシイ 
29   アカガシ 
30   クヌギ 
31   アラカシ 
32   シラカシ 
33   ウバメガシ 
34   コナラ 
35   アベマキ 
36 ニレ ムクノキ 
37   エノキ 
38   アキニレ 
39   ケヤキ 
40 クワ ヒメコウゾ 
41   クワクサ 
42   イヌビワ 
43   ホソバイヌビワ 
44   ヤマグワ 
45   トウグワ 
46 イラクサ ニオウヤブマオ 
47   ヤブマオ 
48   カラムシ 
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表 9.2-6(2) 植物確認種 

No 科名 種名 

49 タデ ミズヒキ 
50   シャクチリソバ 
51   イヌタデ 
52   ママコノシリヌグイ 
53   ミゾソバ 
54   ツルドクダミ 
55   ミチヤナギ 
56   イタドリ 
57   スイバ 
58   アレチギシギシ 
59   ナガバギシギシ 
60   ギシギシ 
61   エゾノギシギシ 
62 ヤマゴボウ ヨウシュヤマゴボウ 
63 オシロイバナ オシロイバナ 
64 ハマミズナ ツルナ 
65 スベリヒユ スベリヒユ 
66   ハゼラン 
67 ナデシコ オランダミミナグサ 
68   スイセンノウ 
69   ツメクサ 
70   ウシハコベ 
71   コハコベ 
72   ミドリハコベ 
73 アカザ ホコガタアカザ 
74   シロザ 
75 ヒユ ヒカゲイノコズチ 
76   ヒナタイノコズチ 
77 サボテン ウチワサボテン 
78   ハゲイトウ 
79 モクレン コブシ 
80 マツブサ サネカズラ 
81 クスノキ クスノキ 
82   ヤブニッケイ 
83   ゲッケイジュ 
84   ハマビワ 
85   ホソバタブ 
86   タブノキ 
87   シロダモ 
88 カツラ カツラ 
89 キンポウゲ シュウメイギク 
90   センニンソウ 
91 メギ ヒイラギナンテン 
92   ナンテン 
93 アケビ アケビ 
94   ミツバアケビ 
95   ムベ 
96 ツヅラフジ アオツヅラフジ 
97 ドクダミ ドクダミ 
98   ハンゲショウ 
99 マタタビ シナサルナシ 
100 ツバキ ヤブツバキ 
101   ツバキ 
102   サザンカ 
103   ハマヒサカキ 
104   ヒサカキ 
105   ヒメシャラ 
106   モッコク 
107 オトギリソウ ビヨウヤナギ 
108   キンシバイ 
109 ケシ ムラサキケマン 
110   タケニグサ 
111   ナガミヒナゲシ 
112 フウチョウソウ セイヨウフウチョウソウ 
113 アブラナ セイヨウカラシナ 
114   ナズナ 
115   ミチタネツケバナ 
116   ヒメグンバイナズナ 
117   ダイコン 
118   ハマダイコン 
119   イヌガラシ 
120 スズカケノキ アメリカスズカケノキ 
121 マンサク ヒュウガミズキ 
122   イスノキ 
123   マンサク 
124   フウ 
125   モミジバフウ 
126 ベンケイソウ コモチマンネングサ 
127 ユキノシタ アジサイ 
128   ガクアジサイ 
129   ヤハズアジサイ 
130 トベラ トベラ 
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表 9.2-6(3) 植物確認種 

No 科名 種名 

131 バラ ボケ 
132   ヘビイチゴ 
133   ビワ 
134   ヤマブキ 
135   カナメモチ 
136   オオシマザクラ 
137   ウメ 
138   イトザクラ 
139   ソメイヨシノ 
140   バクチノキ 
141   サクラ（栽培種） 
142   トキワサンザシ 
143   シャリンバイ 
144   ノイバラ 
145   バラ（栽培種） 
146   クサイチゴ 
147   ナワシロイチゴ 
148   コデマリ 
149   シモツケ 
150   ユキヤナギ 
151 マメ フサアカシア 
152   ネムノキ 
153   ヤブマメ 
154   エニシダ 
155   アメリカデイゴ 
156   ヤハズソウ 
157   ヤマハギ 
158   メドハギ 
159   クズ 
160   ハリエンジュ 
161   コメツブツメクサ 
162   ムラサキツメクサ 
163   シロツメクサ 
164   ヤハズエンドウ 
165   フジ 
166 カタバミ カタバミ 
167   ムラサキカタバミ 
168   オオキバナカタバミ 
169   オッタチカタバミ 
170 フウロソウ アメリカフウロ 
171 トウダイグサ エノキグサ 
172   ハイニシキソウ 
173   オオニシキソウ 
174   コニシキソウ 
175   アカメガシワ 
176   ナンキンハゼ 
177 ユズリハ ユズリハ 
178 ミカン カラタチ 
179   ミカン属 
180 ニガキ シンジュ 
181 センダン センダン 
182 ウルシ ヌルデ 
183   ハゼノキ 
184   ヤマウルシ 
185 カエデ トウカエデ 
186   イロハモミジ 
187 ムクロジ オオモクゲンジ 
188 トチノキ トチノキ 
189 モチノキ イヌツゲ 
190   モチノキ 
191   タラヨウ 
192   クロガネモチ 
193 ニシキギ ツルウメモドキ 
194   ニシキギ 
195   マサキ 
196 ブドウ ノブドウ 
197   ヤブガラシ 
198   ツタ 
199   エビヅル 
200 ホルトノキ ホルトノキ 
201 アオイ ハマボウ 
202   フヨウ 
203   ムクゲ 
204 アオギリ アオギリ 
205 ジンチョウゲ ジンチョウゲ 
206 グミ ツルグミ 
207   マルバグミ 
208   ナワシログミ 
209   アキグミ 
210   マルバアキグミ 
211 イイギリ イイギリ 
212 トケイソウ クダモノトケイ 
213 ウリ キカラスウリ 
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表 9.2-6(4) 植物確認種 

No 科名 種名 

214 ミソハギ サルスベリ 
215   ミソハギ 
216 アカバナ ヤマモモソウ 
217   メマツヨイグサ 
218   コマツヨイグサ 
219   ヒルザキツキミソウ 
220 ミズキ アオキ 
221   アメリカヤマボウシ 
222   ヤマボウシ 
223   ミズキ 
224   クマノミズキ 
225 ウコギ カクレミノ 
226   ヤツデ 
227   セイヨウキヅタ 
228   キヅタ 
229 セリ ハマウド 
230   アシタバ 
231   ノチドメ 
232   オオチドメ 
233   チドメグサ 
234   ウチワゼニクサ 
235   セリ 
236   ヤブジラミ 
237   オヤブジラミ 
238 ツツジ ドウダンツツジ 
239   アセビ 
240   サツキ 
241   キリシマツツジ 
242   オオムラサキ 
243 ヤブコウジ マンリョウ 
244 サクラソウ オカトラノオ 
245   コナスビ 
246 カキノキ カキノキ 
247 エゴノキ エゴノキ 
248   ハクウンボク 
249 モクセイ レンギョウ 
250   アオダモ 
251   マルバアオダモ 
252   ネズミモチ 
253   トウネズミモチ 
254   イボタノキ 
255   オリーブ 
256   ヒイラギモクセイ 
257   キンモクセイ 
258 キョウチクトウ キョウチクトウ 
259   テイカカズラ 
260   ツルニチニチソウ 
261 ガガイモ ガガイモ 
262 アカネ ヤエムグラ 
263   ヨツバムグラ 
264   ヘクソカズラ 
265   アカネ 
266 ヒルガオ コヒルガオ 
267   ヒルガオ 
268   セイヨウヒルガオ 
269   アメリカアサガオ 
270 ムラサキ ハナイバナ 
271   キュウリグサ 
272 クマツヅラ ムラサキシキブ 
273   クサギ 
274   シチヘンゲ 
275   ヒメイワダレソウ 
276   イワダレソウ 
277   アレチハナガサ 
278 シソ キランソウ 
279   トウバナ 
280   ホトケノザ 
281   ヒメオドリコソウ 
282   ラベンダー 
283   マルバハッカ 
284   ヒメジソ 
285   シソ 
286   ハナトラノオ 
287   ローズマリー 
288   ニガクサ 
289 ナス ワルナスビ 
290   ヒヨドリジョウゴ 
291   イヌホオズキ 
292 ゴマノハグサ トキワハゼ 
293   タチイヌノフグリ 
294   フラサバソウ 
295   オオイヌノフグリ 
296 キツネノマゴ キツネノマゴ 
297 ハマウツボ ヤセウツボ 
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表 9.2-6(5) 植物確認種 

No 科名 種名 

298 タヌキモ タヌキモ 
299 オオバコ オオバコ 
300   ヘラオオバコ 
301 スイカズラ ハナツクバネウツギ 
302   スイカズラ 
303   ガマズミ 
304   サンゴジュ 
305   ヤブデマリ 
306   ハコネウツギ 
307 キキョウ キキョウ 
308   キキョウソウ 
309 キク ブタクサ 
310   オオブタクサ 
311   ヨモギ 
312   アメリカセンダングサ 
313   コセンダングサ 
314   トキンソウ 
315   イエギク 
316   アメリカオニアザミ 
317   オオアレチノギク 
318   マメカミツレ 
319   テイオウダリア 
320   アメリカタカサブロウ 
321   ダンドボロギク 
322   ヒメムカシヨモギ 
323   ハルジオン 
324   ツワブキ 
325   ハキダメギク 
326   チチコグサモドキ 
327   ウラジロチチコグサ 
328   イヌキクイモ 
329   キクイモ 
330   ブタナ 
331   オオヂシバリ 
332   アキノノゲシ 
333   ホソバアキノノゲシ 
334   コオニタビラコ 
335   ヤブタビラコ 
336   フキ 
337   ノボロギク 
338   セイタカアワダチソウ 
339   オニノゲシ 
340   ノゲシ 
341   ヒメジョオン 
342   セイヨウタンポポ 
343   オニタビラコ 
344 ユリ アガパンサス・プラエコクス 
345   ノビル 
346   キダチアロエ 
347   ハラン 
348   オリヅルラン 
349   ホウチャクソウ 
350   ヘメロカリス（園芸種） 
351   ヤマユリ 
352   オニユリ 
353   ユリ（栽培種） 
354   ヤブラン 
355   フイリヤブラン 
356   ハタケニラ 
357   ノシラン 
358   ジャノヒゲ 
359   サルトリイバラ 
360   タイワンホトトギス 
361   アツバキミガヨラン 
362   キミガヨラン 
363 ヒガンバナ ヒガンバナ 
364   スイセン 
365 ヤマノイモ ナガイモ 
366   ヤマノイモ 
367   オニドコロ 
368 アヤメ シャガ 
369   キショウブ 
370   ニワゼキショウ 
371   オオニワゼキショウ 
372 イグサ イ 
373   クサイ 
374   スズメノヤリ 
375 ツユクサ ツユクサ 
376 イネ アオカモジグサ 
377   カモジグサ 
378   メリケンカルカヤ 
379   ハルガヤ 
380   コブナグサ 
381   ヒメコバンソウ 
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表 9.2-6(6) 植物確認種 

No 科名 種名 

382 〔イネ〕 イヌムギ 
383   ギョウギシバ 
384   メヒシバ 
385   コメヒシバ 
386   オヒシバ 
387   カゼクサ 
388   ナルコビエ 
389   オニウシノケグサ 
390   チガヤ 
391   ネズミムギ 
392   ホソムギ 
393   アシボソ 
394   オギ 
395   ススキ 
396   ケチヂミザサ 
397   シマスズメノヒエ 
398   スズメノヒエ 
399   チカラシバ 
400   ヨシ 
401   ホテイチク 
402   マダケ 
403   アズマネザサ 
404   メダケ 
405   ミゾイチゴツナギ 
406   スズメノカタビラ 
407   ツルスズメノカタビラ 
408   クマザサ 
409   アキノエノコログサ 
410   キンエノコロ 
411   エノコログサ 
412   オカメザサ 
413   セイバンモロコシ 
414   ヒメモロコシ 
415   ネズミノオ 
416   ナギナタガヤ 
417   マコモ 
418   シバ 
419 ヤシ シュロ 
420 サトイモ セキショウ 
421   ウラシマソウ 
422   サトイモ 
423 ウキクサ アオウキクサ 
424 ガマ ヒメガマ 
425 カヤツリグサ エゾウキヤガラ 
426   マスクサ 
427   ヒカゲスゲ 
428   ナキリスゲ 
429   アオスゲ 
430   カンスゲ 
431   ミコシガヤ 
432   ヒメクグ 
433   メリケンガヤツリ 
434   アゼガヤツリ 
435   ハマスゲ 
436   ヤマイ 
437 ショウガ ミョウガ 
438 カンナ ハナカンナ 
439 ラン シラン 
440   エビネ 
441   キンラン属 
計 116 科 441 種 
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 (ｲ) 注目される植物種 

確認された植物のうち、文化財保護法に基づく天然記念物、絶滅のおそれのある野生動

植物の種の保存に関する法律に基づく国内希少野生動植物種、「レッドリスト（絶滅のお

それのある野生生物の種のリスト 植物Ⅰ(維管束植物)）」（平成 24 年８月 環境省）の

記載種及び「レッドデータブック東京 2013（本土部）」（平成 25 年３月 東京都）に該当

する掲載種を注目される植物種として抽出した結果、表 9.2-7に示す８種が該当した。 

注目される植物種の生態及び確認状況は、表 9.2-8(1)及び(2)に示すとおりである。 

表 9.2-7 注目される植物 

No. 科名 種名 
選定基準注) 

① ② ③ ④ 

1 カバノキ ハンノキ   
 

VU 

2 ドクダミ ハンゲショウ   
 

CR 

3 タヌキモ タヌキモ   NT  

4 キキョウ キキョウ   VU EX 

5 イネ マコモ    NT 

6 ラン シラン   NT  

7  エビネ   NT VU 

8  キンラン属の一種   VU VU 

計 6科 8種 0種 0種 4～5種 5～6種 

注)選定基準 

①文化財保護法（昭和 25年法律第 214号）、東京都文化財保護条例（昭和 51年東京都条例第 25号）

に基づく天然記念物 

②絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（平成４年法律第 75号）に基づく国内希

少野生動植物種 

③「レッドリスト（絶滅のおそれのある野生生物の種のリスト 植物Ⅰ(維管束植物)）」（平成 24

年８月 環境省）の記載種 

  NT:準絶滅危惧 VU:絶滅危惧 II類 

④「レッドデータブック東京 2013（本土部）」（平成 25年３月 東京都の区部に該当する掲載種 

  EX:絶滅 CR:絶滅危惧Ⅰ類 VU:絶滅危惧 II類 NT:準絶滅危惧  

表 9.2-8(1) 注目される植物の生態及び確認状況 

【種  名】：ハンノキ 

【分  布】：北海道、本州、四国、九州、南西諸島 

【形  態】：落葉高木。湿地や湿原に生育する。 

【確認状況】：冬季を除く全期に、計画地外のせせらぎの森の水辺

環境において、植栽された個体が確認された。 

 

 

 

【種  名】：ハンゲショウ 

【分  布】：北海道、本州、四国、九州、南西諸島 

【形  態】：多年草、群落となる。低地の水辺や湿地に生育する。

花期は 6～8月。 

【確認状況】：夏季に、計画地外のなぎさの森において、植栽され

た個体群が確認された。なお、生育状態は不良であ

った。 

 

 

【種  名】：タヌキモ 

【分  布】：南千島、北海道～九州、樺太、中国（東北部） 

【形  態】：古い池に浮遊する多年草で水湿植物。低地の水辺や

湿地に生育する。花期は 6～8月。 

【確認状況】：秋季に、計画地外のせせらぎの森の水域において、

繁茂する個体が確認された。 

 

 

注)分布及び形態は、「日本の野生植物 木本Ⅰ」（平成元年２月 (株)平凡社）、「日本の野生植物 木本Ⅰ」（平

成元年２月 (株)平凡社）、「日本の野生植物 草本Ⅰ」（昭和 57年１月 (株)平凡社）、「日本の野生植物 草

本Ⅱ」（昭和 57年３月 (株)平凡社）、「日本の野生植物 草本Ⅲ」（昭和 56年 10月 (株)平凡社）による。 
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表 9.2-8(2) 注目される植物の生態及び確認状況 

【種  名】：キキョウ 

【分  布】：本州(千葉、石川以西)、四国、九州、南西諸島 

【形  態】：多年草。叢生する。海岸の塩性湿地に生育する。 

【確認状況】：夏季及び秋季に、第一球技場計画地内の花壇内に、

植栽された 1個体の開花が確認された。 

 

【種  名】：マコモ 

【分  布】：北海道、本州、四国、九州、南西諸島 

【形  態】：多年草。池沼、河川など浅水中に群生する。花期は

8～10月。 

【確認状況】：夏季及び秋季に、計画地外のせせらぎの森の水際に

おいて、ヨシ群落の片隅にまとまった個体が確認さ

れた。 

 

【種  名】：シラン（植栽） 

【分  布】：本州中南部～琉球、中国（本土・台湾） 

【形  態】：日当たりのよい湿り気のある斜面にはえる。 

【確認状況】：秋季に、計画地外のせせらぎの森において植栽され

た群落１地点(約 100個体)を確認した。 

 

【種  名】：エビネ 

【分  布】：北海道（西南部）、本州、四国、九州、南西諸島 

【形  態】：多年草。林床に生育する。花期は 4～5月。 

【確認状況】：夏季、秋季及び早春季に、計画地外のなぎさの森の

花壇１地点において、まとまった植栽個体が確認さ

れ、一部の個体に結実が見られた。 

 

【種  名】：キンラン属の一種 

【分  布】：北海道、本州、四国、九州（ギンラン） 

本州(秋田以南)、四国、九州（キンラン） 

北海道、本州、四国、九州（クゲヌマラン） 

【形  態】：多年草。山野の樹林内に生育する。花期は 5～6月。 

       （キンラン） 

【確認状況】：春季、夏季及び秋季に、計画地外の陸上競技場北側

のマテバシイ植栽林の林床において、展葉する個体

が確認されたが、開花個体が無く種同定に至ってい

ない。 

 

注)分布及び形態は、「日本の野生植物 木本Ⅰ」（平成元年２月 (株)平凡社）、「日本の野生植物 木本Ⅰ」（平

成元年２月 (株)平凡社）、「日本の野生植物 草本Ⅰ」（昭和 57年１月 (株)平凡社）、「日本の野生植物 草

本Ⅱ」（昭和 57年３月 (株)平凡社）、「日本の野生植物 草本Ⅲ」（昭和 56年 10月 (株)平凡社）による。 
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(ｳ) 植物群落 

植生調査結果を基に計画地及びその周辺に分布する植物群落等を区分した結果、表

9.2-9に示すとおりである。 

調査地域は、一年生草本群落が２区分、多年生草本群落が６区分、木本群落が４区分、

人工構造物その他区分が６区分、計 18 区分に分類された。 

表 9.2-9 植生区分 

植生区分 群落名 

一年生草本群落 メヒシバ群落 

シマスズメノヒエ群落 

多年生草本群落 セイタカアワダチソウ群落 

ヨシ群落 

マコモ群落 

ヒメガマ群落 

シバ群落 

チガヤ群落 

木本群落 
 

植栽樹林群（常緑広葉） 

植栽樹林群（落葉広葉） 

植栽樹林群（常緑針葉） 

植栽樹林群（混交） 

その他 
 

花壇 

公園・グラウンド 

人工裸地 

人工構造物 

道路 

開放水面 
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イ．陸上動物の状況 

(ｱ) 哺乳類 

ａ．確認種 

現地調査により、計画地及びその周辺において表 9.2-10 に示すとおりである。夜間

調査でヒナコウモリ科の飛翔が確認され、周辺（北側）及びなぎさの森においてアズマ

モグラの坑道が確認された。確認種数は２目２科２種であった。 

表 9.2-10 哺乳類確認種 

No. 目名 科名 種名 
確認状況 

春季 夏季 秋季 冬季 

1 モグラ モグラ アズマモグラ ○ ○   

2 コウモリ ヒナコウモリ ヒナコウモリ科の一種 ○ ○ ○ ○ 

計 2目 2科 2種 2種 2種 1種 1種 

 

ｂ．注目される種 

確認された哺乳類のうち、文化財保護法に基づく天然記念物、絶滅のおそれのある野生

動植物の種の保存に関する法律に基づく国内希少野生動植物種、「レッドリスト（絶滅の

おそれのある野生生物の種のリスト ほ乳類)」（平成 24 年８月 環境省）の記載種及び

「レッドデータブック東京 2013（本土部）」（平成 25 年３月 東京都）に該当する掲載種

を注目される動物種として抽出した結果、表 9.2-11に示す１種が該当した 

注目される哺乳類の生態及び確認状況は、表 9.2-12に示すとおりである。 

表 9.2-11 注目される哺乳類 

№ 目名 科名 種名 
選定基準 

① ② ③ ④ 

1 モグラ モグラ アズマモグラ       留 

計 1 目 1 科 1 種 0 種 0 種 0 種 1 種 

注)選定基準 

①文化財保護法（昭和 25 年法律第 214 号）、東京都文化財保護条例（昭和 51 年東京都条例第 25

号）、 

②絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（平成４年法律第 75 号）に基づく国内

希少野生動植物種 

③「レッドリスト（絶滅のおそれのある野生生物の種のリスト 植物Ⅰ(維管束植物)）」（平成 24

年８月 環境省）の記載種 

④「レッドデータブック東京 2013（本土部）」（平成 25年３月 東京都）の区部に該当する掲載種 

  留：留意種 

表 9.2-12 注目される哺乳類の生態及び確認状況 

【種  名】：アズマモグラ 

【分  布】：本州、四国、東京都では都市部の公園、河川敷、耕

作地周辺から山地の樹林など 

【形  態】：平地から山地の耕作地や草地、樹林などの地下にト

ンネルを掘って生息し、トンネル内に落ちたミミズ

類や昆虫類の幼虫などを餌とする。 

【確認状況】：秋季及び冬季に、計画地外の外周部植栽樹林におい

て、坑道及び塚が確認された。 
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(ｲ) 鳥類 

ａ．確認種 

現地調査により、計画地及びその周辺において表 9.2-13 に示すとおり 12 目 30 科 51

種の鳥類が確認された。 

確認種としては、陸鳥ではハシブトガラス、スズメ、ムクドリ、キジバト、シジュウ

カラ、カワラヒワ、コゲラ、ハクセキレイ、カワラバトなど樹林性の種と都市に多い種、

水鳥ではカワウ、ダイサギ、コサギ、アオサギ、ウミネコが確認され、多くが上空の飛

翔個体であった。確認された種のほとんどを留鳥が占め、スズメ、シジュウカラ、ムク

ドリ、ハシブトガラス、カワラバト（外来種）が多い。猛禽類（タカ目）は、オオタカ

とハイタカが確認されたが、広範囲に移動したため、すべての区域での確認となった。

また、外来種では特定外来種のガビチョウも確認された。その他、予定地では、冬季に

ツグミの越冬個体が多数観察された。 
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表 9.2-13 鳥類確認種 

No. 目名 科名 種名 
確認状況 

春季 夏季 秋季 冬季 

1 カモ カモ ヒドリガモ     ○   

2     マガモ     ○ ○ 

3     カルガモ   ○ ○ ○ 

4     ホシハジロ     ○ ○ 

5     スズガモ     ○ ○ 

6 カイツブリ カイツブリ カイツブリ     ○ ○ 

7     カンムリカイツブリ     ○ ○ 

8     ミミカイツブリ     ○   

9 ハト ハト キジバト ○ ○ ○ ○ 

10 カツオドリ ウ カワウ ○ ○ ○ ○ 

11 ペリカン サギ ゴイサギ   ○     

12     アオサギ ○ ○ ○ ○ 

13     ダイサギ ○ ○ ○ ○ 

14     コサギ ○ ○ ○ ○ 

15 ツル クイナ オオバン     ○ ○ 

16 アマツバメ アマツバメ ヒメアマツバメ ○ ○     

17 チドリ チドリ イカルチドリ     ○   

18   シギ キアシシギ   ○     

19     イソシギ     ○ ○ 

20   カモメ ユリカモメ     ○ ○ 

21     ウミネコ ○ ○ ○   

22     セグロカモメ     ○ ○ 

23     オオセグロカモメ       ○ 

24 タカ タカ ハイタカ       ○ 

25     オオタカ       ○ 

26 ブッポウソウ カワセミ カワセミ   ○   ○ 

27 キツツキ キツツキ コゲラ ○ ○ ○ ○ 

28 スズメ モズ モズ     ○ ○ 

29   カラス オナガ       ○ 

30     ハシボソガラス ○ ○ ○ ○ 

31     ハシブトガラス ○ ○ ○ ○ 

32   シジュウカラ シジュウカラ ○ ○ ○ ○ 

33   ヒバリ ヒバリ   ○     

34   ツバメ ツバメ ○ ○     

35   ヒヨドリ ヒヨドリ ○ ○ ○ ○ 

36   ウグイス ウグイス ○ ○ ○ ○ 

37   エナガ エナガ ○ ○   ○ 

38   メジロ メジロ ○ ○ ○ ○ 

39   ヨシキリ オオヨシキリ ○       

40   ムクドリ ムクドリ ○ ○ ○ ○ 

41   ヒタキ シロハラ       ○ 

42     ツグミ       ○ 

43     ジョウビタキ     ○   

44     キビタキ ○       

45   スズメ スズメ ○ ○ ○ ○ 

46   セキレイ ハクセキレイ ○ ○ ○ ○ 

47   アトリ カワラヒワ ○ ○ ○ ○ 

48   ホオジロ ホオジロ ○ ○   ○ 

49     アオジ     ○   

50 （ハト） ハト カワラバト ○ ○ ○ ○ 

51 （スズメ） チメドリ ガビチョウ ○       

計 12目 30科 51種 25種 27種 34種 37種 
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ｂ．注目される種 

確認された鳥類のうち、文化財保護法に基づく天然記念物、絶滅のおそれのある野生動

植物の種の保存に関する法律に基づく国内希少野生動植物種、「レッドリスト（絶滅のお

それのある野生生物の種のリスト 鳥類)」（平成 24 年８月 環境省）の記載種及び「レ

ッドデータブック東京 2013（本土部）」（平成 25 年３月 東京都）に該当する掲載種を注

目される鳥類として抽出した結果、表 9.2-14に示す 16種が該当した。 

注目される鳥類の生態及び確認状況は、表 9.2-15(1)～(3)に示すとおりである。 

表 9.2-14 注目される鳥類 

No. 目名 科名 種名 
選定基準注) 

① ② ③ ④ 

1 カモ カモ スズガモ      * 

2 カイツブリ カイツブリ カイツブリ      NT 

3     カンムリカイツブリ      * 

4 ペリカン サギ ダイサギ      VU 

5     コサギ      VU 

6 ツル クイナ オオバン      VU 

7 アマツバメ アマツバメ ヒメアマツバメ      VU 

8 チドリ チドリ イカルチドリ      VU 

9   シギ キアシシギ      VU 

10     イソシギ      VU 

11 タカ タカ ハイタカ    NT EN 

12     オオタカ  国内 NT CR 

13 ブッポウソウ カワセミ カワセミ      VU 

14 スズメ モズ モズ      VU 

15   ヒバリ ヒバリ      VU 

16   ヨシキリ オオヨシキリ      VU 

計 9目 12科 16種 0種 1種 2種 16種 

注)選定基準 

①文化財保護法（昭和 25年法律第 214号）、東京都文化財保護条例（昭和 51年東京都条例第 25号）に基づく

天然記念物 

②絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（平成４年法律第 75 号）に基づく国内希少野生動

植物種 

③「レッドリスト（絶滅のおそれのある野生生物の種のリスト 鳥類)」（平成 24年８月 環境省）の記載種 

  NT:準絶滅危惧  

④「レッドデータブック東京 2013（本土部）」（平成 25年３月 東京都）の区部に該当する掲載種 

  CR:絶滅危惧種Ⅰ類 EN：絶滅危惧 IＢ類 VU:絶滅危惧 II類 NT:準絶滅危惧 ＊：留意種 

表 9.2-15(1) 注目される鳥類の生態及び確認状況 

【種  名】：スズガモ 

【分  布】：北海道、本州、四国、九州で冬鳥。 

【形  態】：河口、内湾、港などに生息する。潜水してアサリなどの貝類な

どを食べる。 

【確認状況】：秋季及び冬季に、計画地外の京浜運河の水辺において、休息す

る個体が確認された。 

 
出典：「レッドデータブック東京 2013」 

【種  名】：カイツブリ 

【分  布】：北海道では夏鳥。本州、四園、九州、南西諸島では留鳥。 

【形  態】：池、湖沼、河川などに生息し、主に開けた水面周辺の水草やヨ

シに水草を積み重ねて巣を作る。水中に潜って魚類、甲殻類、

昆虫類などを食べる。 

【確認状況】：秋季及び冬季に、計画地外の京浜運河の水辺において休息する

個体が確認された。 

 

注)分布及び形態は、「レッドデータブック東京 2013（本土部）」（平成 25年３月 東京都）による。 
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表 9.2-15(2) 注目される鳥類の生態及び確認状況 

【種  名】：カンムリカイツブリ 

【分  布】：本州、四国、九州では冬鳥。本州の一部(青森、秋田、琵琶湖

など)では繁殖。 

【形  態】：湖沼、池、河川、河口、海岸などの広い水域に生息する。水中

に潜って魚類、甲殻類、昆虫類などを食べる。 

【確認状況】：秋季及び冬季に、計画地外の京浜運河の水辺において、休息す

る個体が確認された。 

 
出典：「レッドデータブック東京 2013」 

【種  名】：ダイサギ 

【分  布】：本州では漂鳥。四国、九州では留鳥。南西諸島では冬鳥。 

【形  態】：水田、湿地、河川、湖沼、池、河口、干潟などの浅い水域で採

食し、人やカラス類によるかく乱の少ない樹林で集団で営巣す

る。魚類や甲殻類、カエル類、昆虫類などを食べる。 

【確認状況】：春季～冬季の全期に、計画地外の上空飛翔や、計画地外の京浜

運河の水際やなぎさの森で休息・採餌する個体が確認された。 

 

【種  名】：コサギ 

【分  布】：本州、四国、九州では留鳥または漂鳥。南西諸島では冬鳥。 

【形  態】：水田、河川、湖沼、干潟など浅い水辺で、採食し、人やカラス

によるかく乱の少ない樹林に集団で営巣し、休息する。魚類や

カエル類、甲殻類や昆虫類などを食べる。 

【確認状況】：春季～冬季の全期に、計画地外の上空飛翔や、計画地外の京浜

運河の水際やなぎさの森で休息・採餌する個体が確認された。 

 

【種  名】：オオバン 

【分  布】：北海道、本州（東北北部）では夏鳥。本州（東北南部以南）、

四園、九州では留鳥。南西諸島では冬鳥。 

【形  態】：主にヨシなどが生育する湖沼、池、河川、水田などに生息し、

水草の葉、茎、種子や昆虫類、貝類、甲殻類などを食べる。 

【確認状況】：秋季及び冬季に、計画地外の京浜運河の水際において休息する

個体が確認された。 

 

【種  名】：ヒメアマツバメ 

【分  布】：本州(関東南部以西)、四国、九州で留鳥。 

【形  態】：主に平地から低山地の開けた場所に生息し、飛翔性昆虫類を食

べる。コンクリートの建築物などで営巣する。イワツバメの巣

を利用することが多い。 

【確認状況】：春季及び夏季に、計画地外の上空を飛翔する個体が確認された。 

 
出典：「レッドデータブック東京 2013」 

【種  名】：イカルチドリ 

【分  布】：北海道、本州、四園、九州で留鳥または漂鳥。 

【形  態】：砂礫地がある河川、湖沼、池、水田などに生息し、河川中・上

流域の砂喋河原で営巣する。主に毘虫類を食べる。 

【確認状況】：秋季に、計画地外の京浜運河の水際において、休息する個体が

確認された。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「レッドデータブック東京 2013」 

【種  名】：キアシシギ 

【分  布】：北海道、本州、四国、九州、南西諸島で旅鳥。 

【形  態】：干潟、河口、岩場、河川などに生息し、昆虫類や甲殻類などを

食べる。 

【確認状況】：夏季に、計画地外の京浜運河の水際において、休息する個体が

確認された。 

 

注)分布及び形態は、「レッドデータブック東京 2013（本土部）」（平成 25年３月 東京都）による。 
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表 9.2-15(3) 注目される鳥類の生態及び確認状況 

【種  名】：イソシギ 

【分  布】：北海道、本州(東北北部)では夏鳥。本州(東北南部以南)、四国、

九州では留鳥。南西諸島では冬鳥。 

【形  態】：河川、湖沼、海岸、干潟などに生息し、昆虫類や甲殻類などを

食べる。海岸の砂洲や河川の中州などの草地で営巣する。 

【確認状況】：秋季及び冬季に、計画地外の京浜運河の水際において、探餌及

び休息する個体を確認した。 

 

 

【種  名】：ハイタカ 

【分  布】：北海道、本州、四国では留鳥または漂鳥。九州では冬鳥。 

【形  態】：平地から山地の樹林、耕作地、河川敷に生息し、営巣は普通、

樹林内に行う。主にスズメ、シジュウカラなどの小鳥を食べる。 

【確認状況】：冬季に、計画地外のなぎさの森の樹林地や、公園内の広場上空

を飛翔する個体が確認された。 

 

 

 

【種  名】：オオタカ 

【分  布】：北海道、本州、四国、九州で留鳥または漂鳥。 

【形  態】：平地から山地の樹林に生息し、繁殖する。ハト類やカモ類など

主に中型の鳥類を食べる。 

【確認状況】：冬季に、計画地外のなぎさの森の樹林地や、公園内の広場上空

を飛翔する個体が確認された。 

 

 

 

【種  名】：カワセミ 

【分  布】：北海道では夏鳥。本州、四国、九州、南西諸島では留鳥。 

【形  態】：平地から低山地の河川、湖沼、都市公園の池などに生息する。

小魚やザリガニ、エビ類、カエル類などを食べる。 

【確認状況】：夏季及び冬季に、計画地外のなぎさの森や京浜運河の水際にお

いて、探餌及び飛翔する個体が確認された。 

 
出典：「レッドデータブック東京 2013」 

【種  名】：モズ 

【分  布】：北海道、本州、四国、九州では留鳥または漂鳥。南西諸島では

冬鳥。 

【形  態】：平地から山地の疎林、耕作地、河畔林、公園などに生息し、昆

虫類やミミズ類、両生・は虫類などを食べる。 

【確認状況】：秋季及び冬季に、計画地外の植栽樹において、鳴き声や止まり

個体が確認された。 

 
出典：「レッドデータブック東京 2013」 

【種  名】：ヒバリ 

【分  布】：北海道では夏鳥。本州では留鳥または漂鳥。四国、九州では留

鳥。 

【形  態】：草地、耕作地などに生息し、植物の種子や昆虫類などを食べる。 

【確認状況】：夏季に、計画地外の広場上空において、飛翔する個体が確認さ

れた。 

 

 

 

【種  名】：オオヨシキリ 

【分  布】：北海道、本州、四国、九州で夏鳥。 

【形  態】：河口、河川、湖沼のヨシ原などに生息し、昆虫類やクモ類など

を食べる。 

【確認状況】：春季に、計画地外のせせらぎの森のヨシ内において、鳴き声が

確認された。 

 
出典：「レッドデータブック東京 2013」 

注)分布及び形態は、「レッドデータブック東京 2013（本土部）」（平成 25年３月 東京都）による。 
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 (ｳ) は虫類 

ａ．確認種 

現地調査により、計画地及びその周辺において表 9.2-16 に示すとおり２目３科３種

のは虫類が確認された。 

確認種は、ミシシッピアカミミガメ、ニホンカナヘビ及びアオダイショウであった。 

表 9.2-16 は虫類確認種 

No. 目名 科名 種名 
確認状況 

春季 夏季 秋季 冬季 

1 カメ ヌマガメ ミシシッピアカミミガメ ○   ○ 

2 有鱗 カナヘビ ニホンカナヘビ ○ ○ ○  

3   ナミヘビ アオダイショウ ○    

計 2目 3科 3種 3種 1種 1種 1種 

 

ｂ．注目される種 

確認されたは虫類のうち、文化財保護法（昭和 25 年法律第 214 号）に基づく天然記

念物、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（平成４年法律第 75号）

に基づく国内希少野生動植物種、「レッドリスト（絶滅のおそれのある野生生物の種の

リスト 爬虫類)」（平成 24 年８月 環境省）の記載種及び「レッドデータブック東京

2013（本土部）」（平成 25年３月 東京都）の掲載種を抽出した結果、表 9.2-17に示す

２種が該当した。 

注目されるは虫類の生態及び確認状況は、表 9.2-18に示すとおりである。 

表 9.2-17 注目されるは虫類 

No. 目名 科名 種名 
選定基準注) 

① ② ③ ④ 

1 有鱗 カナヘビ ニホンカナヘビ       VU 

2  ナミヘビ アオダイショウ    NT 

計 1目 2科 2種 0種 0種 0種 2種 

注)選定基準 

①文化財保護法（昭和 25年法律第 214号）、東京都文化財保護条例（昭和 51年東京都条例第 25号）に基づく

天然記念物 

②絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（平成４年法律第 75 号）に基づく国内希少野生動

植物種 

③「レッドリスト（絶滅のおそれのある野生生物の種のリスト は虫類)」（平成 24年８月 環境省）の記載種 

④「レッドデータブック東京 2013（本土部）」（平成 25年３月 東京都）の区部に該当する掲載種 

  VU:絶滅危惧 II類 NT:準絶滅危惧 
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表 9.2-18 注目されるは虫類の生態及び確認状況 

【種  名】：ニホンカナヘビ 

【分  布】：北海道、本州、四国、九州| 

【形  態】：ニホントカゲに比べずっと細身で尾は長く全長の 3分の 2強。

体色は背面が褐色、腹面は白または黄色。体側に白と暗褐色の

縞がはしる。背面の鱗にはうね(キール)があり、ザラザラした

感じ。幼体の体色は全体に暗く、特に尾部は顕著。昼行性でク

モ類や昆虫類、ダンゴムシなど陸生甲殻類などを食べる肉食

性。尾は自切する。 

【確認状況】：春季、夏季及び秋季に、計画地外の植栽樹林の林縁部草地にお

いて、成体が確認された。 

 

【種  名】：アオダイショウ 

【分  布】：北海道、本州、四国、九州 

【形  態】：本土最大のヘビ。体色は褐色からオリーブ色と個体差が大きい。

背面に黒色や暗褐色の不明瞭な 4本の縞が入る。幼蛇ははしご

状の斑文が並び、マムシとよく間違えられる。樹上生活傾向が

あり、立体的な運動能力が非常に高いが地上でも活発に活動す

る。成蛇は主にネズミ類と鳥類を捕食する。幼蛇はカエル類、

トカゲ類、ヤモリ類を好食し、成蛇と大きく違う。 

【確認状況】：春季に、計画地外の陸上競技場の北側擁壁部おいて、側溝から

擁壁排水溝へと移動する成体が確認された。 

 

注)分布及び形態は、「レッドデータブック東京 2013（本土部）」（平成 25年３月 東京都）による。 
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(ｴ) 両生類 

ａ．確認種 

現地調査により、計画地及びその周辺において表 9.2-19 に示すとおり１目２科２種

の両生類が確認された。 

確認種は、アズマヒキガエル及び特定外来生物のウシガエルであった。 

表 9.2-19 両生類確認種 

No. 目名 科名 種名 
確認状況 

春季 夏季 秋季 冬季 

1 無尾目 ヒキガエル アズマヒキガエル  ○ ○ ○ 

2   アカガエル ウシガエル ○ ○   

計 1目 2科 2種 1種 2種 1種 1種 

 

ｂ．注目される種 

確認された両生類のうち、文化財保護法（昭和 25 年法律第 214 号）に基づく天然記

念物、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（平成４年法律第 75号）

に基づく国内希少野生動植物種、「レッドリスト（絶滅のおそれのある野生生物の種の

リスト 両生類)」（平成 24 年８月 環境省）の記載種及び「レッドデータブック東京

2013（本土部）」（平成 25年３月 東京都）の掲載種を抽出した結果、表 9.2-20に示す

アズマヒキガエル１種が該当した。 

注目される両生類の生態及び確認状況は、表 9.2-21に示すとおりである。 

表 9.2-20 注目される両生類 

No. 目名 科名 種名 
選定基準注) 

① ② ③ ④ 

1 無尾目 ヒキガエル アズマヒキガエル       NT 

計 1目 1科 1種 0種 0種 0種 1種 

注)選定基準 

①文化財保護法（昭和 25年法律第 214号）、東京都文化財保護条例（昭和 51年東京都条例第 25号）に基づく

天然記念物 

②絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（平成４年法律第 75 号）に基づく国内希少野生動

植物種 

③「レッドリスト（絶滅のおそれのある野生生物の種のリスト は虫類)」（平成 24年８月 環境省）の記載種 

④「レッドデータブック東京 2013（本土部）」（平成 25年３月 東京都）の区部に該当する掲載種 

  NT:準絶滅危惧 

表 9.2-21 注目される両生類の生態及び確認状況 

【種  名】：アズマヒキガエル 

【分  布】：北海道、本州、四国、九州| 

【形  態】：ニホントカゲに比べずっと細身で尾は長く全長の 3 分の 2

強。体色は背面が褐色、腹面は白または黄色。体側に白と

暗褐色の縞がはしる。背面の鱗にはうね(キール)があり、

ザラザラした感じ。幼体の体色は全体に暗く、特に尾部は

顕著。昼行性でクモ類や昆虫類、ダンゴムシなど陸生甲殻

類などを食べる肉食性。尾は自切する。 

【確認状況】：夏季、秋季及び早春季に、計画地外のなぎさの森の林床及

び朽木の下において、休息及び冬眠する個体が確認された。 

 

注)分布及び形態は、「レッドデータブック東京 2013（本土部）」（平成 25年３月 東京都）による。 
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(ｵ) 昆虫類 

ａ．確認種 

現地調査により、計画地及びその周辺において表 9.2-22(1)～(5)に示すとおり 13 目

117科 324種の昆虫類が確認された。 

計画地及びその周辺は、道路に囲まれた埋立地であり、樹林は常緑樹を主体とする単

純な構成であり階層構造も未発達で林床植生も疎である。確認された主な昆虫類は、シ

ョウリョウバッタ、クルマバッタモドキ、アワダチソウグンバイ、イチモンジセセリ、

ツマグロヒョウモン等の草地性昆虫が確認された。一方で、調査地の一部には湿地跡が

見られ、ヨシ、ガマ、イ等の植物が生育しており、アゲハ、チョウトンボ、ヒメナガカ

メムシ等の湿地性昆虫が確認された。 

表 9.2-22(1) 昆虫類確認種 

No 目名 科名 種名 
確認状況 

春季 初夏季 夏季 秋季 

1 ﾄﾝﾎﾞ ｱｵｲﾄﾄﾝﾎﾞ ｱｵｲﾄﾄﾝﾎﾞ       ○ 

2   ｲﾄﾄﾝﾎﾞ ｱｼﾞｱｲﾄﾄﾝﾎﾞ ○ ○ ○   

3     ｱｵﾓﾝｲﾄﾄﾝﾎﾞ ○ ○ ○   

4   ﾔﾝﾏ ｷﾞﾝﾔﾝﾏ ○   ○   

5   ﾄﾝﾎﾞ ｼｮｳｼﾞｮｳﾄﾝﾎﾞ ○       

6     ｺﾌｷﾄﾝﾎﾞ   ○     

7     ｼｵｶﾗﾄﾝﾎﾞ ○ ○ ○   

8     ｼｵﾔﾄﾝﾎﾞ   ○ ○   

9     ｳｽﾊﾞｷﾄﾝﾎﾞ   ○ ○   

10     ﾁｮｳﾄﾝﾎﾞ   ○ ○   

11     ﾅﾂｱｶﾈ     ○   

12     ｱｷｱｶﾈ       ○ 

13 ｺﾞｷﾌﾞﾘ ﾁｬﾊﾞﾈｺﾞｷﾌﾞﾘ ﾓﾘﾁｬﾊﾞﾈｺﾞｷﾌﾞﾘ ○ ○ ○ ○ 

14 ｶﾏｷﾘ ｶﾏｷﾘ ﾊﾗﾋﾞﾛｶﾏｷﾘ     ○ ○ 

15     ｺｶﾏｷﾘ ○ ○   ○ 

16     ﾁｮｳｾﾝｶﾏｷﾘ   ○ ○   

17     ｵｵｶﾏｷﾘ ○ ○ ○ ○ 

18 ﾊｻﾐﾑｼ ﾏﾙﾑﾈﾊｻﾐﾑｼ ﾋｹﾞｼﾞﾛﾊｻﾐﾑｼ ○       

19 ﾊﾞｯﾀ ｸﾂﾜﾑｼ ﾀｲﾜﾝｸﾂﾜﾑｼ   ○     

20   ﾂﾕﾑｼ ｻﾄｸﾀﾞﾏｷﾓﾄﾞｷ       ○ 

21     ﾂﾕﾑｼ     ○ ○ 

22   ｷﾘｷﾞﾘｽ ｳｽｲﾛｻｻｷﾘ     ○ ○ 

23     ﾎｼｻｻｷﾘ       ○ 

24     ｻｻｷﾘ       ○ 

25     ｸﾋﾞｷﾘｷﾞｽ ○   ○ ○ 

26     ﾊﾀｹﾉｳﾏｵｲ   ○ ○   

27     ｷﾘｷﾞﾘｽ科の一種 ○ ○ ○   

28   ﾏﾂﾑｼ ｶﾝﾀﾝ   ○ ○ ○ 

29     ｱｵﾏﾂﾑｼ   ○ ○   

30   ｺｵﾛｷﾞ ﾊﾗｵｶﾒｺｵﾛｷﾞ     ○ ○ 

31     ｴﾝﾏｺｵﾛｷﾞ   ○ ○ ○ 

32     ﾂﾂﾞﾚｻｾｺｵﾛｷﾞ   ○ ○ ○ 

33   ｶﾈﾀﾀｷ ｶﾈﾀﾀｷ ○ ○ ○ ○ 

34   ﾊﾞｯﾀ ｼｮｳﾘｮｳﾊﾞｯﾀ   ○ ○ ○ 

35     ｼｮｳﾘｮｳﾊﾞｯﾀﾓﾄﾞｷ       ○ 

36     ｸﾙﾏﾊﾞｯﾀﾓﾄﾞｷ     ○   

37     ｲﾎﾞﾊﾞｯﾀ   ○     

38   ｲﾅｺﾞ ｱｵﾌｷﾊﾞｯﾀ   ○     

39     ｺﾊﾞﾈｲﾅｺﾞ   ○   ○ 

40   ｵﾝﾌﾞﾊﾞｯﾀ ｵﾝﾌﾞﾊﾞｯﾀ ○ ○ ○ ○ 

41   ﾋｼﾊﾞｯﾀ ﾊﾗﾋｼﾊﾞｯﾀ ○ ○ ○ ○ 

42 ﾅﾅﾌｼ ﾅﾅﾌｼ ｴﾀﾞﾅﾅﾌｼ   ○     

43 ｶﾒﾑｼ ﾋｼｳﾝｶ ﾋｼｳﾝｶ     ○   

44   ｳﾝｶ ﾀﾃﾔﾏﾖｼｳﾝｶ ○       

45     ﾋﾒﾄﾋﾞｳﾝｶ ○       

46     ﾎｿﾐﾄﾞﾘｳﾝｶ   ○ ○ ○ 

47     ｾｼﾞﾛｳﾝｶ ○ ○ ○ ○ 

48     ｳﾝｶ科の一種 ○ ○     

49   ｱｵﾊﾞﾊｺﾞﾛﾓ ｱｵﾊﾞﾊｺﾞﾛﾓ   ○ ○ ○ 

50     ﾄﾋﾞｲﾛﾊｺﾞﾛﾓ   ○   ○ 

51   ﾊｺﾞﾛﾓ ﾍﾞｯｺｳﾊｺﾞﾛﾓ   ○ ○ ○ 

52   ｸﾞﾝﾊﾞｲｳﾝｶ ﾐﾄﾞﾘｸﾞﾝﾊﾞｲｳﾝｶ   ○     

53     ﾋﾗﾀｸﾞﾝﾊﾞｲｳﾝｶ   ○ ○   

54  ｾﾐ ｸﾏｾﾞﾐ   ○ ○   

55     ｱﾌﾞﾗｾﾞﾐ   ○ ○   
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表 9.2-22(2) 昆虫類確認種 

No 目 科 種名 
確認状況 

春季 初夏季 夏季 秋季 

56 〔ｶﾒﾑｼ〕 〔ｾﾐ〕 ﾐﾝﾐﾝｾﾞﾐ   ○ ○   

57     ﾂｸﾂｸﾎﾞｳｼ   ○ ○   

58     ﾆｲﾆｲｾﾞﾐ   ○     

59   ｱﾜﾌｷﾑｼ ﾊﾏﾍﾞｱﾜﾌｷ       ○ 

60   ﾖｺﾊﾞｲ ﾂﾏｸﾞﾛｵｵﾖｺﾊﾞｲ       ○ 

61     ﾄｶﾞﾘﾖｺﾊﾞｲ       ○ 

62     ﾌﾀﾃﾝｵｵﾖｺﾊﾞｲ ○   ○ ○ 

63     ﾖﾓｷﾞﾋﾒﾖｺﾊﾞｲ ○       

64     ｳｽｲﾛﾋﾛﾖｺﾊﾞｲ     ○ ○ 

65     ﾌﾀﾃﾝﾖｺﾊﾞｲ   ○ ○ ○ 

66     ﾁｬｲﾛﾖｺﾊﾞｲ   ○ ○   

67     ｸﾜｷﾖｺﾊﾞｲ   ○ ○   

68     ｼﾛﾐｬｸｲﾁﾓﾝｼﾞﾖｺﾊﾞｲ   ○     

69     ｸﾛｽｼﾞﾎｿｻｼﾞﾖｺﾊﾞｲ       ○ 

70   ｷｼﾞﾗﾐ ｵﾋﾞｷｼﾞﾗﾐ   ○     

71 
 

ｻｼｶﾞﾒ ﾖｺﾂﾞﾅｻｼｶﾞﾒ       ○ 

72   ｸﾞﾝﾊﾞｲﾑｼ ｱﾜﾀﾞﾁｿｳｸﾞﾝﾊﾞｲ ○ ○ ○ ○ 

73     ﾂﾂｼﾞｸﾞﾝﾊﾞｲ ○ ○ ○ ○ 

74     ﾄｻｶｸﾞﾝﾊﾞｲ ○   ○   

75   ｶｽﾐｶﾒﾑｼ ｽﾞｱｶｼﾀﾞｶｽﾐｶﾒ ○       

76     ｳｽﾓﾝﾐﾄﾞﾘｶｽﾐｶﾒ ○   ○ ○ 

77     ｲﾈﾎｿﾐﾄﾞﾘｶｽﾐｶﾒ ○ ○     

78     ｱｶﾋｹﾞﾎｿﾐﾄﾞﾘｶｽﾐｶﾒ ○   ○ ○ 

79   ﾏｷﾊﾞｻｼｶﾞﾒ ﾊﾈﾅｶﾞﾏｷﾊﾞｻｼｶﾞﾒ   ○     

80   ﾎｿﾍﾘｶﾒﾑｼ ｸﾓﾍﾘｶﾒﾑｼ ○ ○ ○ ○ 

81     ﾎｿﾍﾘｶﾒﾑｼ   ○ ○ ○ 

82   ﾍﾘｶﾒﾑｼ ﾎｵｽﾞｷｶﾒﾑｼ ○   ○   

83     ﾎｿﾊﾘｶﾒﾑｼ   ○ ○ ○ 

84     ﾎｼﾊﾗﾋﾞﾛﾍﾘｶﾒﾑｼ   ○ ○   

85   ﾋﾒﾍﾘｶﾒﾑｼ ｽｶｼﾋﾒﾍﾘｶﾒﾑｼ ○   ○ ○ 

86     ﾌﾞﾁﾋﾒﾍﾘｶﾒﾑｼ   ○ ○ ○ 

87   ｲﾄｶﾒﾑｼ ｲﾄｶﾒﾑｼ   ○ ○   

88   ﾅｶﾞｶﾒﾑｼ ｶﾝｼｬｺﾊﾞﾈﾅｶﾞｶﾒﾑｼ ○       

89     ｺﾊﾞﾈﾅｶﾞｶﾒﾑｼ   ○ ○ ○ 

90     ｵｵﾒﾅｶﾞｶﾒﾑｼ ○   ○ ○ 

91     ｷﾍﾞﾘﾋｮｳﾀﾝﾅｶﾞｶﾒﾑｼ ○       

92     ｵｵﾓﾝｼﾛﾅｶﾞｶﾒﾑｼ   ○ ○   

93     ﾋﾒﾅｶﾞｶﾒﾑｼ ○   ○   

94     ﾋｹﾞﾅｶﾞｶﾒﾑｼ ○ ○ ○ ○ 

95     ｸﾛﾋｹﾞﾅｶﾞｶﾒﾑｼ       ○ 

96     ｺﾊﾞﾈﾋｮｳﾀﾝﾅｶﾞｶﾒﾑｼ   ○ ○ ○ 

97   ﾒﾀﾞｶﾅｶﾞｶﾒﾑｼ ﾒﾀﾞｶﾅｶﾞｶﾒﾑｼ   ○     

98   ﾂﾉｶﾒﾑｼ ﾓﾝｷﾂﾉｶﾒﾑｼ   ○   ○ 

99   ﾉｺｷﾞﾘｶﾒﾑｼ ﾉｺｷﾞﾘｶﾒﾑｼ   ○     

100   ｶﾒﾑｼ ｳｽﾞﾗｶﾒﾑｼ ○ ○ ○   

101     ｳｼｶﾒﾑｼ       ○ 

102     ﾌﾞﾁﾋｹﾞｶﾒﾑｼ ○ ○ ○ ○ 

103     ﾋﾒﾅｶﾞﾒ ○   ○   

104     ﾑﾗｻｷｼﾗﾎｼｶﾒﾑｼ ○   ○   

105     ｼﾗﾎｼｶﾒﾑｼ ○ ○ ○   

106     ｸｻｷﾞｶﾒﾑｼ ○   ○   

107     ｱｵｸｻｶﾒﾑｼ       ○ 

108     ﾂﾉｱｵｶﾒﾑｼ       ○ 

109     ﾁｬﾊﾞﾈｱｵｶﾒﾑｼ ○   ○ ○ 

110   ﾏﾙｶﾒﾑｼ ﾏﾙｶﾒﾑｼ   ○ ○ ○ 

111   ｷﾝｶﾒﾑｼ ｱｶｽｼﾞｷﾝｶﾒﾑｼ       ○ 

112   ｱﾒﾝﾎﾞ ｱﾒﾝﾎﾞ ○ ○ ○   

113     ﾋﾒｱﾒﾝﾎﾞ ○ ○ ○   

114     ｼﾏｱﾒﾝﾎﾞ     ○   

115 ｱﾐﾒｶｹﾞﾛｳ ｸｻｶｹﾞﾛｳ ﾔﾏﾄｸｻｶｹﾞﾛｳ ○ ○ ○ ○ 

116     ｸｻｶｹﾞﾛｳ科の一種   ○     

117 ﾁｮｳ ﾊﾏｷｶﾞ ﾊﾏｷｶﾞ科の一種     ○   

118   ｲﾗｶﾞ ｲﾗｶﾞ       ○ 

119   ｾｾﾘﾁｮｳ ｲﾁﾓﾝｼﾞｾｾﾘ ○ ○ ○ ○ 

120     ﾁｬﾊﾞﾈｾｾﾘ     ○   

121     ｷﾏﾀﾞﾗｾｾﾘ   ○ ○   

122   ﾏﾀﾞﾗﾁｮｳ ｱｻｷﾞﾏﾀﾞﾗ     ○   

123   ｼｼﾞﾐﾁｮｳ ﾑﾗｻｷｼｼﾞﾐ ○ ○ ○   

124     ﾂﾊﾞﾒｼｼﾞﾐ ○ ○ ○   

125     ﾍﾞﾆｼｼﾞﾐ     ○   

126     ﾔﾏﾄｼｼﾞﾐ本土亜種 ○ ○ ○ ○ 

127 
 

ﾀﾃﾊﾁｮｳ ﾂﾏｸﾞﾛﾋｮｳﾓﾝ ○       

128     ｱｶﾎﾞｼｺﾞﾏﾀﾞﾗ ○ ○ ○   
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表 9.2-22(3) 昆虫類確認種 

No 目 科 種名 
確認状況 

春季 初夏季 夏季 秋季 

129 〔ﾁｮｳ〕 ｱｹﾞﾊﾁｮｳ ｼﾞｬｺｳｱｹﾞﾊ本土亜種   ○     

130     ｱｵｽｼﾞｱｹﾞﾊ ○ ○ ○   

131     ﾓﾝｷｱｹﾞﾊ   ○     

132     ｷｱｹﾞﾊ     ○   

133     ﾅｶﾞｻｷｱｹﾞﾊ   ○ ○   

134     ｱｹﾞﾊ ○ ○ ○   

135   ｼﾛﾁｮｳ ｷﾁｮｳ ○ ○ ○ ○ 

136     ｽｼﾞｸﾞﾛｼﾛﾁｮｳ   ○     

137     ﾓﾝｼﾛﾁｮｳ ○   ○ ○ 

138   ｼﾞｬﾉﾒﾁｮｳ ﾋﾒｼﾞｬﾉﾒ ○       

139     ｻﾄｷﾏﾀﾞﾗﾋｶｹﾞ     ○   

140   ﾂﾄｶﾞ ｺﾌﾞﾉﾒｲｶﾞ     ○   

141   ﾓﾝｷｸﾛﾉﾒｲｶﾞ   ○ ○   

142     ｼﾛﾃﾝｷﾉﾒｲｶﾞ     ○   

143     ｷﾊﾞﾗﾉﾒｲｶﾞ   ○     

144     ﾏｴｱｶｽｶｼﾉﾒｲｶﾞ ○       

145     ｼﾛｵﾋﾞﾉﾒｲｶﾞ ○   ○ ○ 

146     ｾｽｼﾞﾉﾒｲｶﾞ     ○   

147   ﾒｲｶﾞ ｵｵﾊﾞｼﾏﾒｲｶﾞ     ○   

148     ﾒｲｶﾞ科の一種   ○     

149   ｼｬｸｶﾞ ｳｽｷｸﾛﾃﾝﾋﾒｼｬｸ     ○   

150     ﾏｴｷﾋﾒｼｬｸ     ○   

151   ｽｽﾞﾒｶﾞ ｳﾝﾓﾝｽｽﾞﾒ     ○   

152     ﾄﾋﾞｲﾛｽｽﾞﾒ     ○   

153     ﾎｼﾎｳｼﾞｬｸ       ○ 

154     ｺｽｽﾞﾒ     ○   

155   ﾋﾄﾘｶﾞ ｷﾏｴﾎｿﾊﾞ     ○   

156     ｷﾍﾞﾘﾈｽﾞﾐﾎｿﾊﾞ   ○     

157     ﾋﾄﾘｶﾞ科の一種 ○     ○ 

158   ﾔｶﾞ ｷｼﾀﾊﾞ     ○   

159     ｺｳｽﾁｬﾔｶﾞ   ○     

160     ｽｼﾞｷﾘﾖﾄｳ ○       

161     ｷｸｷﾝｳﾜﾊﾞ     ○   

162     ﾔｶﾞ科の一種   ○ ○   

163 ﾊｴ ｶﾞｶﾞﾝﾎﾞ ｷｲﾛﾎｿｶﾞｶﾞﾝﾎﾞ ○   ○   

164     Tipula 属の一種       ○ 

165     ｶﾞｶﾞﾝﾎﾞ科の一種   ○   ○ 

166   ﾕｽﾘｶ ﾕｽﾘｶ科の一種 ○ ○ ○ ○ 

167   ｶ ﾋﾄｽｼﾞｼﾏｶ ○ ○ ○   

168     ｶ科の一種 ○ ○ ○ ○ 

169   ﾎｿｶ ﾏﾀﾞﾗﾎｿｶ ○ ○ ○   

170   ﾐｽﾞｱﾌﾞ ﾊﾗｷﾝﾐｽﾞｱﾌﾞ ○       

171   ｼｷﾞｱﾌﾞ ｼｷﾞｱﾌﾞ科の一種   ○     

172   ﾑｼﾋｷｱﾌﾞ ﾅﾐﾏｶﾞﾘｹﾑｼﾋｷ ○ ○ ○   

173     ｼｵﾔｱﾌﾞ ○   ○   

174   ｱｼﾅｶﾞﾊﾞｴ ﾏﾀﾞﾗｱｼﾅｶﾞﾊﾞｴ   ○     

175     ｱｼﾅｶﾞｷﾝﾊﾞｴ ○ ○ ○   

176     ﾎｿﾋﾗﾀｱﾌﾞ       ○ 

177   ﾊﾅｱﾌﾞ ｷｺﾞｼﾊﾅｱﾌﾞ       ○ 

178     ﾅﾐﾊﾅｱﾌﾞ ○   ○   

179     ﾅﾐﾎｼﾋﾗﾀｱﾌﾞ ○   ○ ○ 

180     ﾌﾀﾎｼﾋﾗﾀｱﾌﾞ       ○ 

181     ｱｼﾌﾞﾄﾊﾅｱﾌﾞ ○   ○ ○ 

182     ｷｱｼﾏﾒﾋﾗﾀｱﾌﾞ ○   ○ ○ 

183     ﾎｿﾋﾒﾋﾗﾀｱﾌﾞ ○   ○ ○ 

184     ﾋﾒﾋﾗﾀｱﾌﾞ ○   ○ ○ 

185     ｷﾀﾋﾒﾋﾗﾀｱﾌﾞ ○   ○ ○ 

186   ｼｮｳｼﾞｮｳﾊﾞｴ ﾏﾀﾞﾗﾒﾏﾄｲ       ○ 

187     ｼｮｳｼﾞｮｳﾊﾞｴ科の一種 ○ ○ ○ ○ 

188   ﾌﾝﾊﾞｴ ﾋﾒﾌﾝﾊﾞｴ       ○ 

189   ﾊﾅﾊﾞｴ ﾀﾈﾊﾞｴ   ○   ○ 

190     ﾊﾅﾊﾞｴ科の一種       ○ 

191   ﾐｷﾞﾜﾊﾞｴ ﾐｷﾞﾜﾊﾞｴ科の一種   ○ ○ ○ 

192   ﾔﾁﾊﾞｴ ﾋｹﾞﾅｶﾞﾔﾁﾊﾞｴ       ○ 

193   ﾂﾔﾎｿﾊﾞｴ ﾋﾄﾃﾝﾂﾔﾎｿﾊﾞｴ ○   ○ ○ 

194     ﾂﾔﾎｿﾊﾞｴ科の一種       ○ 

195   ｼﾏﾊﾞｴ ｼﾏﾊﾞｴ科の一種       ○ 

196   ﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ ｲﾈﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ   ○ ○   

197     ﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ科の一種 ○ ○ ○ ○ 

198   ｷﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ ｲﾈｷﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ   ○     

199  ﾐﾊﾞｴ ﾋﾗﾔﾏｱﾐﾒｹﾌﾞｶﾐﾊﾞｴ ○       

200     ﾊﾙｻｻﾊﾏﾀﾞﾗﾐﾊﾞｴ   ○     

201     ﾐｽｼﾞﾐﾊﾞｴ ○     ○ 

202     ﾐﾊﾞｴ科の一種 ○   ○   
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表 9.2-22(4) 昆虫類確認種 

No 目 科 種名 
確認状況 

春季 初夏季 夏季 秋季 

203 〔ﾊｴ〕 ｸﾛﾊﾞｴ ｹﾌﾞｶｸﾛﾊﾞｴ ○ ○ ○ ○ 

204     ｵｵｸﾛﾊﾞｴ ○ ○ ○ ○ 

205     ﾐﾄﾞﾘｷﾝﾊﾞｴ     ○ ○ 

206     ﾂﾏｸﾞﾛｷﾝﾊﾞｴ ○   ○ ○ 

207     ｸﾛﾊﾞｴ科の一種 ○ ○ ○ ○ 

208   ｲｴﾊﾞｴ ﾋﾒｸﾛﾊﾞｴ       ○ 

209     ｲｴﾊﾞｴ       ○ 

210   ﾆｸﾊﾞｴ ｾﾝﾁﾆｸﾊﾞｴ       ○ 

211   ﾅﾐﾆｸﾊﾞｴ   ○ ○ ○ 

212     ﾆｸﾊﾞｴ科の一種   ○ ○ ○ 

213   ﾔﾄﾞﾘﾊﾞｴ ﾏﾙﾎﾞｼﾋﾗﾀﾊﾅﾊﾞｴ ○       

214     ﾔﾄﾞﾘﾊﾞｴ科の一種   ○   ○ 

215 ﾄﾋﾞｹﾗ ﾄﾋﾞｹﾗ ﾄﾋﾞｹﾗ科の一種       ○ 

216 ｺｳﾁｭｳ ｵｻﾑｼ Colpodes 属の一種 ○       

217     Dromius 属の一種   ○     

218     ﾂﾔｱｵｺﾞﾓｸﾑｼ     ○   

219     ﾋﾗﾀｺﾞﾓｸﾑｼ     ○   

220     ｺｶﾞｼﾗﾅｶﾞｺﾞﾐﾑｼ ○       

221   ﾅｶﾞﾋﾗﾀﾑｼ ﾅｶﾞﾋﾗﾀﾑｼ科の一種 ○       

222   ｶﾞﾑｼ ﾄｹﾞﾊﾞｺﾞﾏﾌｶﾞﾑｼ   ○ ○   

223   ｴﾝﾏﾑｼ ｺｴﾝﾏﾑｼ   ○     

224   ｼﾃﾞﾑｼ ｵｵﾋﾗﾀｼﾃﾞﾑｼ ○       

225   ﾊﾈｶｸｼ ﾊﾈｶｸｼ科の一種   ○     

226   ﾏﾙﾊﾅﾉﾐ ﾄﾋﾞｲﾛﾏﾙﾊﾅﾉﾐ       ○ 

227   ｺｶﾞﾈﾑｼ ｱｵﾄﾞｳｶﾞﾈ   ○ ○   

228     ﾂﾔｺｶﾞﾈ   ○     

229     ﾋﾒｺｶﾞﾈ ○       

230     ﾋﾒｶﾝｼｮｺｶﾞﾈ ○ ○     

231     ｾﾏﾀﾞﾗｺｶﾞﾈ ○       

232     ｺｱｵﾊﾅﾑｸﾞﾘ ○ ○ ○ ○ 

233     ﾋﾒﾋﾞﾛｳﾄﾞｺｶﾞﾈ   ○ ○   

234     ﾊﾗｹﾞﾋﾞﾛｳﾄﾞｺｶﾞﾈ ○       

235     ｺﾌﾞﾏﾙｴﾝﾏｺｶﾞﾈ ○ ○ ○   

236     ﾏﾒｺｶﾞﾈ   ○ ○   

237     ｼﾛﾃﾝﾊﾅﾑｸﾞﾘ ○ ○ ○   

238     ｶﾅﾌﾞﾝ     ○   

239   ﾀﾏﾑｼ ｸｽﾞﾉﾁﾋﾞﾀﾏﾑｼ   ○ ○   

240     ｺｳｿﾞﾁﾋﾞﾀﾏﾑｼ ○       

241     ﾅﾐｶﾞﾀﾁﾋﾞﾀﾏﾑｼ ○       

242   ｺﾒﾂｷﾑｼ ｻﾋﾞｷｺﾘ   ○ ○ ○ 

243     ﾁｬｲﾛｺﾒﾂｷ   ○     

244     ｸﾛﾂﾔﾊﾀﾞｺﾒﾂｷ ○       

245     ｸｼｺﾒﾂｷ ○ ○ ○   

246     ｶﾝﾄｳﾂﾔﾐｽﾞｷﾞﾜｺﾒﾂｷ ○   ○   

247     ｺﾊﾅｺﾒﾂｷ     ○   

248   ｼﾞｮｳｶｲﾎﾞﾝ ｸﾛﾂﾏｷｼﾞｮｳｶｲ ○       

249   ﾎﾀﾙ ｵﾊﾞﾎﾞﾀﾙ   ○ ○   

250   ﾃﾝﾄｳﾑｼ ﾑｰｱｼﾛﾎｼﾃﾝﾄｳ ○   ○ ○ 

251     ﾋﾒｱｶﾎｼﾃﾝﾄｳ ○   ○   

252     ﾅﾅﾎｼﾃﾝﾄｳ ○ ○ ○ ○ 

253     ﾅﾐﾃﾝﾄｳ ○ ○ ○ ○ 

254     ｵｵﾆｼﾞｭｳﾔﾎｼﾃﾝﾄｳ ○       

255     ｷｲﾛﾃﾝﾄｳ       ○ 

256     ｸﾛｽｼﾞﾁｬｲﾛﾃﾝﾄｳ   ○     

257     ﾋﾒｶﾒﾉｺﾃﾝﾄｳ ○ ○ ○ ○ 

258     ｶﾜﾑﾗﾋﾒﾃﾝﾄｳ ○       

259     ｺｸﾛﾋﾒﾃﾝﾄｳ ○ ○ ○   

260   ｹｼｷｽｲ ｸﾛﾊﾅｹｼｷｽｲ   ○ ○   

261     ｸﾘｲﾛﾃﾞｵｷｽｲ   ○     

262   ｱﾘﾓﾄﾞｷ ﾎｿｸﾋﾞｱﾘﾓﾄﾞｷ ○ ○     

263   ﾊﾅﾉﾐ ｸﾛﾋﾒﾊﾅﾉﾐ ○       

264     ﾊﾅﾉﾐ科の一種   ○     

265   ｺﾞﾐﾑｼﾀﾞﾏｼ ｺｽﾅｺﾞﾐﾑｼﾀﾞﾏｼ   ○     

266     ｶｸｽﾅｺﾞﾐﾑｼﾀﾞﾏｼ     ○   

267   ｶﾐｷﾘﾑｼ ｶﾀｼﾛｺﾞﾏﾌｶﾐｷﾘ   ○     

268   ﾊﾑｼ ｳﾘﾊﾑｼﾓﾄﾞｷ ○       

269     ｸﾛｳﾘﾊﾑｼ ○ ○ ○ ○ 

270     ｱｵﾊﾞﾈｻﾙﾊﾑｼ ○       

271     ｺｶﾞﾀﾙﾘﾊﾑｼ ○       

272   ﾙﾘｸﾋﾞﾎﾞｿﾊﾑｼ   ○     

273     ｷｵﾋﾞｸﾋﾞﾎﾞｿﾊﾑｼ   ○     

274     ｺﾏﾙﾉﾐﾊﾑｼ     ○ ○ 

275     ﾅｶﾞﾊﾑｼ     ○   

276   ｲﾈｸﾋﾞﾎﾞｿﾊﾑｼ   ○ ○   
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表 9.2-22(5) 昆虫類確認種 

No 目 科 種名 
確認状況 

春季 初夏季 夏季 秋季 

277 〔ｺｳﾁｭｳ〕 〔ﾊﾑｼ〕 ﾋﾒｷﾊﾞﾈｻﾙﾊﾑｼ   ○ ○   

278     ｱﾄﾎﾞｼﾊﾑｼ ○       

279     ｷﾇﾂﾔﾐｽﾞｸｻﾊﾑｼ   ○     

280     ﾅﾄﾋﾞﾊﾑｼ ○       

281   ﾄﾞｳｶﾞﾈｻﾙﾊﾑｼ ○ ○ ○   

282     ﾊﾑｼ科の一種   ○     

283   ｵﾄｼﾌﾞﾐ ﾋﾒｸﾛｵﾄｼﾌﾞﾐ ○       

284   ｿﾞｳﾑｼ ｲﾁｺﾞﾊﾅｿﾞｳﾑｼ ○       

285     ｺﾌｷｿﾞｳﾑｼ ○ ○ ○ ○ 

286     ｱﾙﾌｧﾙﾌｧﾀｺｿﾞｳﾑｼ ○ ○ ○   

287     ﾁﾋﾞﾋｮｳﾀﾝｿﾞｳﾑｼ ○       

288     ｶｼﾜｸﾁﾌﾞﾄｿﾞｳﾑｼ   ○ ○   

289     ｽｸﾞﾘｿﾞｳﾑｼ ○ ○   ○ 

290     ﾋﾚﾙｸﾁﾌﾞﾄｿﾞｳﾑｼ     ○   

291 ﾊﾁ ﾐﾌｼﾊﾊﾞﾁ ﾙﾘﾁｭｳﾚﾝｼﾞ       ○ 

292   ﾊﾊﾞﾁ ﾆﾎﾝｶﾌﾞﾗﾊﾊﾞﾁ ○     ○ 

293     ｸﾛﾊﾊﾞﾁ       ○ 

294   ｺﾏﾕﾊﾞﾁ ｺﾏﾕﾊﾞﾁ科の一種 ○ ○ ○ ○ 

295   ﾋﾒﾊﾞﾁ ﾋﾒﾊﾞﾁ科の一種 ○ ○ ○ ○ 

296     ｺﾊﾞﾁ上科の一種 ○       

297   ﾀﾏﾊﾞﾁ ｸﾘﾀﾏﾊﾞﾁ     ○   

298   ｱﾘ ｱｼﾅｶﾞｱﾘ   ○ ○ ○ 

299     ｸﾛｵｵｱﾘ ○ ○ ○ ○ 

300     ｷｲﾛｼﾘｱｹﾞｱﾘ ○ ○   ○ 

301     ﾃﾗﾆｼｼﾘｱｹﾞｱﾘ ○       

302     ｸﾛﾔﾏｱﾘ ○ ○ ○ ○ 

303     ﾄﾋﾞｲﾛｹｱﾘ ○ ○ ○ ○ 

304     ｸﾛﾅｶﾞｱﾘ       ○ 

305     ﾋﾒｱﾘ   ○   ○ 

306     ｱｽﾞﾏｵｵｽﾞｱﾘ ○       

307     ｱﾐﾒｱﾘ ○ ○ ○ ○ 

308     ﾄﾋﾞｲﾛｼﾜｱﾘ ○ ○ ○ ○ 

309   ﾄﾞﾛﾊﾞﾁ ｷｵﾋﾞﾁﾋﾞﾄﾞﾛﾊﾞﾁ ○       

310   ｽｽﾞﾒﾊﾞﾁ ﾌﾀﾓﾝｱｼﾅｶﾞﾊﾞﾁ本土亜種   ○ ○   

311     ｷﾎﾞｼｱｼﾅｶﾞﾊﾞﾁ   ○     

312     ｷｱｼﾅｶﾞﾊﾞﾁ本土亜種   ○ ○   

313     ｺｱｼﾅｶﾞﾊﾞﾁ     ○   

314     ｵｵｽｽﾞﾒﾊﾞﾁ ○ ○ ○ ○ 

315     ｷｲﾛｽｽﾞﾒﾊﾞﾁ   ○ ○   

316   ｸﾓﾊﾞﾁ ｵｵﾓﾝｸﾛｸﾓﾊﾞﾁ   ○     

317   ﾂﾁﾊﾞﾁ ﾋﾒﾊﾗﾅｶﾞﾂﾁﾊﾞﾁ本土亜種   ○ ○ ○ 

318     ｷｵﾋﾞﾂﾁﾊﾞﾁ   ○ ○   

319   ｷﾞﾝｸﾞﾁﾊﾞﾁ ｼﾛｽｼﾞｷﾞﾝｸﾞﾁ   ○ ○ ○ 

320   ｱﾅﾊﾞﾁ ｻﾄｼﾞｶﾞﾊﾞﾁ   ○     

321     ｸﾛｱﾅﾊﾞﾁ本土亜種     ○   

322   ﾐﾂﾊﾞﾁ ｾｲﾖｳﾐﾂﾊﾞﾁ ○   ○   

323     ｺﾏﾙﾊﾅﾊﾞﾁ本土亜種 ○       

324     ｷﾑﾈｸﾏﾊﾞﾁ ○   ○   

計 13 目 117 科 324 種 144 種 170 種  187 種 132 種 

 

ｂ．注目される種 

確認された昆虫類のうち、文化財保護法に基づく天然記念物、絶滅のおそれのある野

生動植物の種の保存に関する法律に基づく国内希少野生動植物種、「レッドリスト（絶

滅のおそれのある野生生物の種のリスト 昆虫類)」（平成 24 年８月 環境省）の記載

種及び「レッドデータブック東京 2013（本土部）」（平成 25 年３月 東京都に該当する

掲載種を注目される昆虫類として抽出した結果、表 9.2-23に示す４種が該当した。 

注目される昆虫類の生態及び確認状況は、表 9.2-24に示すとおりである。 
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表 9.2-23 注目される昆虫類 

No 目名 科名 種名 
選定基準注) 

① ② ③ ④ 

1 ﾄﾝﾎﾞ ﾄﾝﾎﾞ ｼｵﾔﾄﾝﾎﾞ    VU 

2   ﾁｮｳﾄﾝﾎﾞ    NT 

3 ﾊﾞｯﾀ ﾊﾞｯﾀ ｼｮｳﾘｮｳﾊﾞｯﾀﾓﾄﾞｷ    VU 

4 ｶﾒﾑｼ ｱﾒﾝﾎﾞ科 ｼﾏｱﾒﾝﾎﾞ    NT 

計 3目 3科 4種 0種 0種 0種 4種 

注)選定基準 

①文化財保護法（昭和 25年法律第 214号）、東京都文化財保護条例（昭和 51年東京都条例第 25号）

に基づく天然記念物 

②絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（平成４年法律第 75号）に基づく国内希

少野生動植物種 

③「レッドリスト（絶滅のおそれのある野生生物の種のリスト 昆虫類)」（平成 24年８月 環境省）

の記載種 

④「レッドデータブック東京 2013（本土部）」（平成 25年３月 東京都）の区部に該当する掲載種 

  VU:絶滅危惧 II類 NT:準絶滅危惧 

表 9.2-24 注目される昆虫類の生態及び確認状況 

【種  名】：シオヤトンボ 

【分  布】：北海道、本州、四国、九州 

【形  態】：オカラトンボより小型でずんぐりした体型。黄褐色の地に

黒色斑があり、翅の基部は淡い橙色。雄では成熟すると黒

化して翅胸背面と腹部に白粉を厚くまとう。雌はあまり変

化しない。春から初夏に見られる。 

【確認状況】：初夏季に、計画地外のなぎさの森の開放水面上において、

飛翔する個体が確認された。 

 

【種  名】：チョウトンボ 

【分  布】：本州、四国、九州 

【形  態】：体は黒色で大きな翅を持つ。翅の黒色部の表側はオスでは

紫藍色、メスでは金緑色に輝くが、メスでも紫藍色となる

個体が時折ある。初夏から夏に見られる。 

【確認状況】：初夏季及び夏季に、計画地外のなぎさの森の開放水面上か

ら周囲の草地を飛翔する個体が複数確認された。 

 

 

 

【種  名】：ショウリョウバッタモドキ 

【分  布】：本州、四国、九州、対馬、南西諸島 

【形  態】：黄緑色や淡緑色の個体が多いが褐色型も見られる。側面に

は触角先端から翅端まで濃色帯が通常である。高茎イネ科

草地に生息し、主にチガヤの葉を摂食する。 

【確認状況】：秋季に、計画地外の植栽樹林内のイネ科草本類が生育する

林床において１個体が確認された。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

出典：「レッドデータ東京 2013」 

【種  名】：シマアメンボ 

【分  布】：北海道、本州、四国、九州、対馬、南西諸島 

【形  態】：体は暗黄色で黒色の条紋を持つ。成虫は無翅型でときに長

翅型もみられる。 

【確認状況】：夏季に、計画地外のせせらぎの森の開放水面上を移動する

個体が確認された。 

 
出典：「レッドデータ東京 2013」 

注)分布及び形態は、「レッドデータブック東京 2013（本土部）」（平成 25年３月 東京都）による。 
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(ｶ) クモ類 

ａ．確認種 

現地調査により、計画地及びその周辺において表 9.2-25 に示すとおり１目 11 科 39

種のクモ類が確認された。 

草地環境が中心であり、ネコハエトリ、マミジロハエトリ等の徘徊性クモ類や、ハナ

グモ等、葉上や花の上で待ち伏せを行うクモ類が多く見られた。造網性クモ類は、ジョ

ウログモ、ユウレイグモ、アシナガグモ等が見られた。 

表 9.2-25 クモ類確認種 

No. 目名 科名 種名 
確認状況 

春季 初夏季 夏季 秋季 

1 ｸﾓ ﾋﾒｸﾞﾓ ｱｼﾌﾞﾄﾋﾒｸﾞﾓ       ○ 

2    ﾁﾘｲｿｳﾛｳｸﾞﾓ   ○     

3    ｵﾅｶﾞｸﾞﾓ       ○ 

4    ﾑﾅﾎﾞｼﾋﾒｸﾞﾓ   ○     

5    ﾂﾘｶﾞﾈﾋﾒｸﾞﾓ       ○ 

6    ｶｸﾞﾔﾋﾒｸﾞﾓ ○ ○     

7    ﾆﾎﾝﾋﾒｸﾞﾓ   ○     

8    ｵｵﾋﾒｸﾞﾓ   ○     

9  ｱｼﾅｶﾞｸﾞﾓ ﾒｶﾞﾈﾄﾞﾖｳｸﾞﾓ       ○ 

10    ｼﾞｮﾛｳｸﾞﾓ   ○ ○ ○ 

11    ﾄｶﾞﾘｱｼﾅｶﾞｸﾞﾓ   ○   ○ 

12    ｱｼﾅｶﾞｸﾞﾓ   ○     

-    ｱｼﾅｶﾞｸﾞﾓ科         

13  ｺｶﾞﾈｸﾞﾓ ｵﾆｸﾞﾓ       ○ 

14    ｺｶﾞﾈｸﾞﾓ       ○ 

15    ｺﾞﾐｸﾞﾓ ○     ○ 

16    ﾄﾞﾖｳｵﾆｸﾞﾓ ○       

17  ｺﾓﾘｸﾞﾓ Alopecosa 属       ○ 

18    Pardosa 属       ○ 

19    Pirata 属   ○   ○ 

-    ｺﾓﾘｸﾞﾓ科         

20  ｻｻｸﾞﾓ ｻｻｸﾞﾓ ○ ○ ○ ○ 

21  ﾀﾅｸﾞﾓ ｸｻｸﾞﾓ   ○ ○   

22    ｺｸｻｸﾞﾓ       ○ 

23  ｶﾞｹｼﾞｸﾞﾓ Coelotes 属 ○ ○     

24  ﾌｸﾛｸﾞﾓ ﾔﾊｽﾞﾌｸﾛｸﾞﾓ       ○ 

25    ﾋﾒﾌｸﾛｸﾞﾓ   ○     

-    Clubiona 属     ○   

26  ｴﾋﾞｸﾞﾓ ｱｻﾋｴﾋﾞｸﾞﾓ ○       

27    ｼｬｺｸﾞﾓ   ○   ○ 

28  ｶﾆｸﾞﾓ ﾊﾅｸﾞﾓ ○ ○ ○   

29    Lysiteles 属       ○ 

30    ｱｽﾞﾁｸﾞﾓ   ○ ○ ○ 

31    ｾﾏﾙﾄﾗﾌｶﾆｸﾞﾓ ○ ○ ○   

32    Xysticus 属   ○   ○ 

33  ﾊｴﾄﾘｸﾞﾓ ﾈｺﾊｴﾄﾘ ○ ○   ○ 

34    ﾏﾐｼﾞﾛﾊｴﾄﾘ   ○ ○   

35    ﾖﾀﾞﾝﾊｴﾄﾘ ○       

-    Marpissa 属     ○   

36    Mendoza 属       ○ 

37    ｱﾘｸﾞﾓ   ○     

38    ﾏｶﾞﾈｱｻﾋﾊｴﾄﾘ   ○     

39    Rhene 属     ○   

-    ﾊｴﾄﾘｸﾞﾓ科         

計 1 目 11 科 39 種 10 種 22 種 10 種 21 種 

 

ｂ．注目される種 

確認されたクモ類のうち、文化財保護法に基づく天然記念物、絶滅のおそれのある野

生動植物の種の保存に関する法律に基づく国内希少野生動植物種、「レッドリスト（絶

滅のおそれのある野生生物の種のリスト 昆虫類)」（平成 24 年８月 環境省）の記載

種及び「レッドデータブック東京 2013（本土部）」（平成 25 年３月 東京都に該当する

掲載種は確認されなかった。 
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2) 生育・生息環境 

ア．地形等の状況 

地形の状況は、「9.1 生物の生育・生息基盤 9.1.1 現況調査 (4)調査結果 2)地形・

地質の状況」（p.43参照）に示したとおりである。 

計画地は、高い盛土地に位置し、埋立事業により平坦化された人工造成地である。計画地

及びその周辺は地盤高が T.P.+5m 程度の平坦な地形である。 

地質の状況として、「9.1 生物の生育・生息基盤 9.1.1 現況調査 (4)調査結果 2)

地形・地質の状況」（p.43 参照）に示したとおりである。計画地及びその周辺は、上総層群

を基盤として、その上位に江戸川層、東京礫層、本郷層、七号地層が堆積し、表層付近に有

楽町層が堆積し、その上位に埋立層が存在する。また、計画地及びその周辺の表層の地質は

砂地となっている。 

イ．植生等の状況 

植生等の状況は、「9.1 生物の生育・生息基盤 9.1.1 現況調査 (4)調査結果 5)植生

の状況」（p.50 参照）に示したとおりである。計画地及びその周辺の現存植生は、主に「ゴ

ルフ場・芝地」、「残存・植栽樹群をもった公園、墓地等」、「市街地」等となっている。 

現地調査による計画地及びその周辺の現存植生の状況は、図 9.1-8（p.52参照）に示すと

おりである。計画地は、大井ふ頭中央海浜公園スポーツの森内に位置し、植生の状況は、落

葉広葉樹（ケヤキ、サクラ、モミジバフウ等）、常緑広葉樹（クスノキ、マテバシイ、タブ

ノキ等）、常緑針葉樹（クロマツ）、混交（ケヤキ、コナラ、スダジイ等）が植栽されている。

また、計画地北側の陸上競技場、さくら広場にはシバ群落、中央部のドッグラン、南西側の

くすのき広場にはシマスズメノヒエ群落等の草本群落が見られる。 

ウ．大気環境 

計画地周辺の大気汚染常時監視測定局等における平成 27年度の二酸化窒素、二酸化硫黄、

一酸化炭素、浮遊粒子状物質、光化学オキシダント及び微小粒子状物質の測定結果は、表

9.2-26～31 に示すとおりである。 

二酸化窒素の日平均値の年間 98％値は、一般局で 0.043ppm～0.052ppm、自排局で 0.055

～0.070ppm であり、自排局の１地点（大井中央陸橋下交差点）を除き、環境基準を満足して

いた。 

二酸化硫黄の日平均値の 2％除外値は、一般局で 0.006～0.007ppm であり、全地点におい

て環境基準を満足していた。 

一酸化炭素の日平均値の2％除外値は、一般局で0.6ppmであり、環境基準を満足していた。 

浮遊粒子状物質の日平均値の年間 2％除外値は、一般局で 0.050mg/m3～0.057mg/m3、自排

局で 0.048～0.063mg/m3であり、全地点において環境基準を満足していた。 

光化学オキシダントの昼間の１時間値の最高値は、一般局で 0.139ppm～0.165ppmであり、

全地点において環境基準を満足していなかった。 

微小粒子状物質の年平均値は一般局で 14.7～15.4μg/m3、日平均値の 98％値は一般局で

36.0μg/m3～36.4μg/m3であり、全地点において環境基準を満足していなかった。 

気象の状況は、「9.1 生物の生育・生息基盤 9.1.1 現況調査 (4)調査結果 6)気象の

状況」（p.53 参照）に示したとおりである。計画地周辺の東京管区気象台における年間降水

量及び年平均気温の平年値（昭和 56年～平成 22年）は、1,528.8mm、15.4℃である。 
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表 9.2-26 大気汚染常時監視測定局測定結果（二酸化窒素） 

区 分 地点番号 測定局名 
年平均値 
(ppm) 

日平均値の 
年間 98％値 

(ppm) 

環境基準 
達成状況 

環境基準 

一般環境 
大気測定局 

No.1 品川区八潮 － － － 

1時間値の 1日
平 均 値 が
0.04ppm か ら
0.06ppmまでの
ゾーン内又は
それ以下であ
ること。 

No.2 品川区豊町 0.019 0.043 ○ 

No.3 大田区東糀谷 0.022 0.044 ○ 

No.4 中央 0.022 0.045 ○ 

No.5 京浜島 0.028 0.052 ○ 

自動車排出
ガス測定局 

No.6 
大井中央陸橋下

交差点 
0.046 0.070 × 

No.7 大森西 0.032 0.055 ○ 

注 1)測定値は、東京都及び大田区の結果は平成 27年度の結果、品川区の結果は平成 27年度の結果である。 

2)環境基準の達成状況は、長期的評価による。（○：達成、×：非達成） 

3)地点番号は、図 9.2-2（p.64参照）に対応する。 

出典：「大気汚染結果ダウンロード」(平成 29年 2月 28日参照 東京都環境局ホームページ) 

https://www.kankyo.metro.tokyo.jp/air/air_pollution/result_measurement.html 

｢大気汚染調査」（平成 29年 2月 28日参照 品川区ホームページ） 

http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/menu000007100/hpg000007 

｢平成 27年度版 大田区の環境調査報告書」（平成 29年 2月 28日参照 大田区ホームページ） 

http://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/kankyou/shiryo/kankyouchousa_houkokusho/kankyoc 

hosa_27/h27houkokusho.html 

 

表 9.2-27 大気汚染常時監視測定局測定結果（二酸化硫黄） 

区 分 地点番号 測定局名 
年平均値 
(ppm) 

日平均値の
2％除外値 

(ppm) 

環境基準 
達成状況 

環境基準 

一般環境 
大気測定局 

No.1 品川区八潮 － － － 

1時間値の 1日
平 均 値 が
0.04ppm以下で
あり、かつ、1
時 間 値 が
0.1ppm 以下で
あること。 

No.2 品川区豊町 0.003 0.007 ○ 

No.3 大田区東糀谷 0.003 0.006 ○ 

No.4 中央 0.003 0.007 ○ 

No.5 京浜島 0.004 0.007 ○ 

自動車排出
ガス測定局 

No.6 
大井中央陸橋下

交差点 
－ － － 

No.7 大森西 － － － 

注 1)測定値は、東京都及び大田区の結果は平成 27年度の結果、品川区の結果は平成 27年度の結果である。 

2)環境基準の達成状況は、長期的評価による。（○：達成） 

3)地点番号は、図 9.2-2（p.64参照）に対応する。 

出典：「大気汚染結果ダウンロード」(平成 29年 2月 28日参照 東京都環境局ホームページ) 

https://www.kankyo.metro.tokyo.jp/air/air_pollution/result_measurement.html 

｢大気汚染調査」（平成 29年 2月 28日参照 品川区ホームページ） 

http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/menu000007100/hpg000007 

｢平成 27年度版 大田区の環境調査報告書」（平成 29年 2月 28日参照 大田区ホームページ） 

http://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/kankyou/shiryo/kankyouchousa_houkokusho/kankyoc 

hosa_27/h27houkokusho.html 
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表 9.2-28 大気汚染常時監視測定局測定結果（一酸化炭素） 

区 分 地点番号 測定局名 
年平均値 
(ppm) 

日平均値の
2％除外値 

(ppm) 

環境基準 
達成状況 

環境基準 

一般環境 
大気測定局 

No.1 品川区八潮 － － － 

1時間値の 1日
平均値が 10ppm
以下であり、か
つ、1時間値の 
8時間平均値が
20ppm以下であ
ること。 

No.2 品川区豊町 － － － 

No.3 大田区東糀谷 0.3 0.6 ○ 

No.4 中央 － － － 

No.5 京浜島 － － － 

自動車排出
ガス測定局 

No.6 
大井中央陸橋下

交差点 
－ － － 

No.7 大森西 － － － 

注 1)測定値は、東京都及び大田区の結果は平成 27年度の結果、品川区の結果は平成 27年度の結果である。 

2)環境基準の達成状況は、長期的評価による。（○：達成） 

3)地点番号は、図 9.2-2（p.64参照）に対応する。 

出典：「大気汚染結果ダウンロード」(平成 29年 2月 28日参照 東京都環境局ホームページ) 

https://www.kankyo.metro.tokyo.jp/air/air_pollution/result_measurement.html 

｢大気汚染調査」（平成 29年 2月 28日参照 品川区ホームページ） 

http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/menu000007100/hpg000007 

｢平成 27年度版 大田区の環境調査報告書」（平成 29年 2月 28日参照 大田区ホームページ） 

http://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/kankyou/shiryo/kankyouchousa_houkokusho/kankyoc 

hosa_27/h27houkokusho.html 

 

表 9.2-29 大気汚染常時監視測定局測定結果（浮遊粒子状物質） 

区 分 地点番号 測定局名 
年平均値 
(㎎/m3) 

日平均値の
2％除外値 
(㎎/m3) 

環境基準 
達成状況 

環境基準 

一般環境 
大気測定局 

No.1 品川区八潮 0.018 0.050 ○ 

1時間値の 1日
平 均 値 が
0.10mg/m3 以下
であり、かつ、
1 時 間 値 が
0.20mg/m3 以下
であること。 

No.2 品川区豊町 0.020 0.052 ○ 

No.3 大田区東糀谷 0.021 0.056 ○ 

No.4 中央 0.023 0.053 ○ 

No.5 京浜島 0.022 0.057 ○ 

自動車排出
ガス測定局 

No.6 
大井中央陸橋下

交差点 
0.025 0.063 ○ 

No.7 大森西 0.020 0.048 ○ 

注 1)測定値は、東京都及び大田区の結果は平成 27年度の結果、品川区の結果は平成 27年度の結果である。 

2)環境基準の達成状況は、長期的評価による。（○：達成） 

3)地点番号は、図 9.2-2（p.64参照）に対応する。 

出典：「大気汚染結果ダウンロード」(平成 29年 2月 28日参照 東京都環境局ホームページ) 

https://www.kankyo.metro.tokyo.jp/air/air_pollution/result_measurement.html 

｢大気汚染調査」（平成 29年 2月 28日参照 品川区ホームページ） 

http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/menu000007100/hpg000007 

｢平成 27年度版 大田区の環境調査報告書」（平成 29年 2月 28日参照 大田区ホームページ） 

http://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/kankyou/shiryo/kankyouchousa_houkokusho/kankyoc 

hosa_27/h27houkokusho.html 
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表 9.2-30 大気汚染常時監視測定局測定結果（光化学オキシダント） 

区 分 地点番号 測定局名 
年平均値 
(ppm) 

昼間の 1時間
値の最高値
（ppm） 

環境基準 
達成状況 

環境基準 

一般環境 
大気測定局 

No.1 品川区八潮 0.026 0.140 × 

1 時 間 値 が
0.06ppm以下で
あること。 

No.2 品川区豊町 0.032 0.165 × 

No.3 大田区東糀谷 0.027 0.151 × 

No.4 中央 0.028 0.148 × 

No.5 京浜島 0.026 0.139 × 

自動車排出
ガス測定局 

No.6 
大井中央陸橋

下交差点 
－ － － 

No.7 大森西 － － － 

注 1)測定値は、東京都及び大田区の結果は平成 27年度の結果、品川区の結果は平成 27年度の結果である。 

2)環境基準の達成状況は、短期的評価による。（×：非達成） 

3)地点番号は、図 9.2-2（p.64参照）に対応する 

出典：「大気汚染結果ダウンロード」(平成 29年 2月 28日参照 東京都環境局ホームページ) 

https://www.kankyo.metro.tokyo.jp/air/air_pollution/result_measurement.html 

｢大気汚染調査」（平成 29年 2月 28日参照 品川区ホームページ） 

http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/menu000007100/hpg000007 

｢平成 27年度版 大田区の環境調査報告書」（平成 29年 2月 28日参照 大田区ホームページ） 

http://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/kankyou/shiryo/kankyouchousa_houkokusho/ 

kankyochosa_27/h27houkokusho.html 

 

表 9.2-31 大気汚染常時監視測定局測定結果（PM2.5） 

区 分 地点番号 測定局名 
年平均値 
(μg/m3) 

日平均値の 
年間 98％値 
(μg/m3) 

環境基準 
達成状況 

環境基準 

一般環境 
大気測定局 

No.1 品川区八潮 15.4 36.3 × 

１年平均値が
15μ g/m3 以下
であり、かつ、
１日平均値が
35μ g/m3 以下
であること。  
 

No.2 品川区豊町 14.7 36.0 × 

No.3 大田区東糀谷 15.1 36.4 × 

No.4 中央 － － － 

No.5 京浜島 － － － 

自動車排出
ガス測定局 

No.6 
大井中央陸橋下

交差点 
－ － － 

No.7 大森西 － － － 

注 1)測定値は、東京都及び大田区の結果は平成 27年度の結果、品川区の結果は平成 27年度の結果である。 

2)環境基準の達成状況は、長期的評価による。（×：非達成） 

3)地点番号は、図 9.2-2（p.64参照）に対応する。 

出典：「大気汚染結果ダウンロード」(平成 29年 2月 28日参照 東京都環境局ホームページ) 

https://www.kankyo.metro.tokyo.jp/air/air_pollution/result_measurement.html 

｢大気汚染調査」（平成 29年 2月 28日参照 品川区ホームページ） 

http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/menu000007100/hpg000007 

｢平成 27年度版 大田区の環境調査報告書」（平成 29年 2月 28日参照 大田区ホームページ） 

http://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/kankyou/shiryo/kankyouchousa_houkokusho/kankyoc 

hosa_27/h27houkokusho.html 
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エ．地域社会とのつながり 

計画地は大井ふ頭中央海浜公園スポーツの森内に位置し、陸上競技場や野球場が存在し、

これらを囲むように植栽樹群（常緑広葉樹、落葉広葉樹、常緑針葉樹、混交）が広く分布し

ている。スポーツの森は、第三種公認陸上競技場、野球場 6面、人工芝グラウンド、テニス

コート等を有する都内有数規模のスポーツエリアであり、都心からのアクセスもよく、駐車

場は 290 台分が整備されている。園内は花見ができるさくら広場やドッグラン等があり、多

様な利用がなされている。 

また、スポーツの森の西側には、なぎさの森が位置し、京浜運河に沿って水辺に親しめる

公園である。森と干潟があり、釣りや野鳥観察等の自然との触れ合いの利用のほか、バーベ

キュー等の利用がなされている。 
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3) 生態系の状況 

動植物の現地調査結果を基に、計画地及びその周辺における生態系の機能や構成要素、食物

連鎖による生態系構成要素は、表 9.2-32に示すとおりである。 

計画地及びその周辺は、生産者である植生の状況から生態系の機能として、樹林環境、草地

環境、市街地等の３区分に分類される。これらの環境区分で主に見られる陸上植物、陸上動物

について、食物連鎖による生物の相互の関係を整理し、図 9.2-3に整理した。 

生産者としては、樹林環境では常緑広葉樹のスダジイ、マテバシイ、アラカシ、シラカシ、

クスノキ等からなる植栽樹林、草地環境ではメヒシバ、スズメノカタビラ、シバ、アキノエノ

コログサ、ヨシ、ヒメガマ等の草本群落、市街地等ではサルスベリ、アメリカヤマボウシ等の

植栽樹やオオバコ、ヒメジョオン等の路傍草本があげられる。 

生産者である植物の葉や茎、果実、種子等を採食する下位消費者としては、バッタ目、コウ

チュウ目、セミ目、チョウ目等の昆虫類、キジバト等の植食性鳥類があげられる。 

下位消費者である昆虫類等を捕食する中位消費者としては、ヒナコウモリ科の哺乳類、オナ

ガ、コゲラ、ヒバリ、ムクドリ、ツバメ、スズメ等の鳥類のほか、は虫類のアオダイショウ、

ニホンカナヘビ、両生類のアズマヒキガエルがあげられる。 

下位から中位消費者を捕食する上位消費者としては、小型哺乳類や昆虫類等を捕食するモズ

等の鳥類、雑食性のハシブトガラス等があげられる。 

食物連鎖の最も上位に位置する最上位消費者としては、行動圏が広く小型鳥類や昆虫類を捕

食するハイタカ、オオタカの猛禽類があげられる。 
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表 9.2-32 環境区分別に見る生態系の状況 

環境区分 樹林環境 草地環境 市街地等 

共通する 

環境要素 

計画地及びその周辺は高い盛土地に位置し、埋立事業により平坦化された人工造成地であ

る。計画地及びその周辺は地盤高が T.P.+5m程度の平坦な地形である。 

上総層群を基盤として、その上位に江戸川層、東京礫層、本郷層、七号地層が堆積し、表

層付近に有楽町層が堆積し、その上位に埋立層が存在する。 

環境区分別の状況 

樹林環境は、計画地内では

スダジイ、マテバシイ、アラ

カシ、シラカシ、クスノキ 

等の中高木が植栽されてい

る。 

主な動物相は樹林環境に

依存するアズマモグラ等の

哺乳類、オナガ、コゲラ等の

鳥類、アオダイショウ、アズ

マヒキガエル等の爬虫類・両

生類、アブラゼミ等のセミ目

や、カナブン等のコウチュウ

目の昆虫類が生息する。 

草地環境は、計画地内の広場

等に見られ、乾燥した箇所では

メヒシバ、スズメノカタビラ、

アキノエノコログサ等が生育し

ている。また、セセラギの森等

の湿地環境では、ヨシ、ヒメガ

マ等が生育している。また、計

画地周辺にも同様の草地環境が

広がっている。 

主な動物相は、草地環境を飛

翔するヒナコウモリ科等の哺乳

類、ヒバリ、オオヨシキリ等の

鳥類のほか、カンタン、ショウ

リョウバッタ等の昆虫類やササ

グモ等のクモ類が生息する。 

計画地内の中央部に駐

車場、南側には道路等がが

存在する。計画地周辺は、

集合住宅や住商併用建物、

専用商業施設からなる市

街地が形成されている。 

市街地は主に人工構造

物で占められているが、道

路沿いの街路樹にはケヤ

キやサルスベリ、アメリカ

ヤマボウシ等の植栽が見

られる。 

主な動物相は、ヒナコウ

モリ科の哺乳類、トンボ

類、チョウ類等の昆虫類、

ハシブトガラス、スズメ等

の鳥類の利用が見られる。 

生態系 

構成要素 

最上位 

消費者 

鳥 類：ハイタカ、オオタカ 鳥 類：ハイタカ、オオタカ 鳥 類：ハイタカ、オオタ

カ 

上 位 

消費者 

鳥 類：モズ 鳥 類：モズ、ハシブトガラス 鳥 類：ハシブトガラス 

中 位 

消費者 

哺乳類：ヒナコウモリ科、ア

ズマモグラ 

鳥 類：オナガ、コゲラ、キ

ビタキ 等 

は中類：アオダイショウ、ア

ズマヒキガエル 

クモ類：ジョロウグモ、コガ

ネグモ等 

哺乳類：ヒナコウモリ科、アズ

マモグラ 

鳥 類：ヒバリ、ムクドリ、オ

オヨシキリ 等 

は虫類：ニホンカナヘビ 

 

クモ類：ササグモ、ハナグモ 等 

哺乳類：ヒナコウモリ科 

     

鳥 類：ツバメ、スズメ 

等 

は虫類：ニホンカナヘビ 

 

クモ類：アシナガグモ、ネ

コハエトリ 等 

下 位 

消費者 

鳥 類：キジバト 等 

昆虫類：アブラゼミ、エダナ

ナフシ、シロテンン

ハナムグリ 等 

鳥 類：キジバト 等 

昆虫類：カンタン、ショウリョ

ウバッタ、クルマバッ

タモドキ、イチモンジ

セセリ 等 

 

昆虫類：シオカラトンボ、

アオスジアゲハ、 

ヒラタゴモクム

シ 等 

生産者 

植 物：スダジイ、マテバシ

イ、アラカシ、シラ

カシ、クスノキ 等 

植 物：メヒシバ、スズメノカ

タビラ、シバ、アキノエ

ノコログサ、ヨシ、ヒメ

ガマ 等 

植 物：サルスベリ、アメ

リカヤマボウシ、

オオバコ、ヒメジ

ョオン 等 
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図 9.2-3 食物連鎖に注視した生物相の階層構造 

 

 

4) 土地利用の状況 

土地利用の状況は、「9.1 生物の生育・生息基盤 9.1.1 現況調査 (4)調査結果 7)土地

利用の状況」（p.53 参照）に示したとおりである。計画地は、大井ふ頭中央海浜公園内に位置

し、土地利用はその多くが公園・運動場等となっており、一部にスポーツ・興業施設がある。

計画地北側には品川八潮団地等の集合住宅や住商併用建物、専用商業施設がある。計画地西側

には大規模なスポーツ・興業施設である大井競馬場が、計画地南西側には倉庫・運輸関連施設

であるトラックターミナルが、南東側には供給処理施設である中央卸売市場大田市場がある。 

ｽﾀﾞｼﾞｲ、ﾏﾃﾊﾞｼｲ、ｱﾗ

ｶｼ、ｸｽﾉｷ ﾁ等 
ｻﾙｽﾍﾞﾘ、ｱﾒﾘｶﾔﾏﾎﾞｳｼ、
ｵｵﾊﾞｺ、ﾋﾒｼﾞｮｵﾝ 等 

樹林環境 草地環境 市街地等 

＜生 産 者＞ 

＜下位消費者＞ 

＜中位消費者＞ 

＜最上位消費者＞ 

ﾒﾋｼﾊﾞ、ｽｽﾞﾒﾉｶﾀﾋﾞﾗ、ｼﾊﾞ、ｱｷﾉｴﾉｺ

ﾛｸﾞｻ、ﾖｼ、ﾋﾒｶﾞﾏ 等 

  

ｱﾌﾞﾗｾﾞﾐ、ｴﾀﾞﾅﾅﾌｼ、

ｼﾛﾃﾝﾊﾅﾑｸﾞﾘ 等 

ｼｵｶﾗﾄﾝﾎﾞ、ｱｵｽｼﾞｱｹﾞﾊ､ 
ﾋﾗﾀｺﾞﾓｸﾑｼ 等 

ﾆﾎﾝｶﾅﾍﾋﾞ 

ｵﾅｶﾞ､ｺｹﾞﾗ、 
ｷﾋﾞﾀｷ 等 

ﾂﾊﾞﾒ、 
ｽｽﾞﾒ 等 

ｻｻｸﾞﾓ、ﾊﾅｸﾞﾓ 等 

＜上位消費者＞ 

ﾊｲﾀｶ、ｵｵﾀｶ 

ﾋﾅｺｳﾓﾘ科 

ｶﾝﾀﾝ､ｼｮｳﾘｮｳﾊﾞｯﾀ､ｸﾙﾏﾊﾞｯﾀﾓﾄﾞｷ､

ｲﾁﾓﾝｼﾞｾｾﾘ 等 

ﾋﾊﾞﾘ、ﾑｸﾄﾞﾘ、 

ｵｵﾖｼｷﾘ 等 

ﾓｽﾞ､ﾊｼﾌﾞﾄｶﾞﾗｽ 

ｷｼﾞﾊﾞﾄ 等 

ｼﾞｮﾛｳｸﾞﾓ、ｺｶﾞﾈｸﾞﾓ 等 

ｱｵﾀﾞｲｼｮｳ、ｱｽﾞﾏﾋｷｶﾞｴﾙ 
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5) 法令等による基準等 

生物・生態系に関する法令等については、表 9.2-33(1)及び(2)に示すとおりである。 

表 9.2-33(1) 生物・生態系に関する法令等 

法令・条例等 責務等 

文化財保護法 

（昭和 25年法律第 214号） 

（文化財の定義）  

第二条 

四  貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国にとつて歴史上又は学術

上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で我が国にとつて

芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物（生息地、繁殖地及び渡来地を含む。）、

植物（自生地を含む。）及び地質鉱物（特異な自然の現象の生じている土地を含む。）

で我が国にとつて学術上価値の高いもの（以下「記念物」という。） 

（現状変更等の制限及び原状回復の命令）  

第百二十五条   史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を

及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。ただ

し、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場

合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。 

絶滅のおそれのある野生動

植物の種の保存に関する法

律 

（平成４年法律第 75号） 

（目的）  

第一条  この法律は、野生動植物が、生態系の重要な構成要素であるだけでなく、自然

環境の重要な一部として人類の豊かな生活に欠かすことのできないものであること

に鑑み、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存を図ることにより、生物の多様性

を確保するとともに、良好な自然環境を保全し、もって現在及び将来の国民の健康で

文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。 

（責務）  

第二条  国は、野生動植物の種（亜種又は変種がある種にあっては、その亜種又は変

種とする。以下同じ。）が置かれている状況を常に把握し、絶滅のおそれのある野生

動植物の種の保存に関する科学的知見の充実を図るとともに、その種の保存のための

総合的な施策を策定し、及び実施するものとする。  

２  地方公共団体は、その区域内の自然的社会的諸条件に応じて、絶滅のおそれのあ

る野生動植物の種の保存のための施策を策定し、及び実施するよう努めるものとす

る。  

３  国民は、前二項の国及び地方公共団体が行う施策に協力する等絶滅のおそれのあ

る野生動植物の種の保存に寄与するように努めなければならない。 

（捕獲等の禁止）  

第九条  国内希少野生動植物種及び緊急指定種（以下この節及び第五十四条第二項に

おいて「国内希少野生動植物種等」という。）の生きている個体は、捕獲、採取、殺

傷又は損傷（以下「捕獲等」という。）をしてはならない。ただし、次に掲げる場合

は、この限りでない。  

一  次条第一項の許可を受けてその許可に係る捕獲等をする場合  

二  生計の維持のため特に必要があり、かつ、種の保存に支障を及ぼすおそれのない

場合として環境省令で定める場合  

三  人の生命又は身体の保護その他の環境省令で定めるやむを得ない事由がある場合  

鳥獣の保護及び管理並びに

狩猟の適正化に関する法律 

（平成 14年法律第 88号） 

（目的） 

第一条  この法律は、鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するとともに、猟具

の使用に係る危険を予防することにより、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化を

図り、もって生物の多様性の確保（生態系の保護を含む。以下同じ。）、生活環境の保

全及び農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、自然環境の恵沢を享受でき

る国民生活の確保及び地域社会の健全な発展に資することを目的とする。 

（鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の禁止）  

第八条  鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等（採取又は損傷をいう。以下同じ。）

をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。  

一  次条第一項の許可を受けてその許可に係る捕獲等又は採取等をするとき。  

二  第十一条第一項の規定により狩猟鳥獣の捕獲等をするとき。  

三  第十三条第一項の規定により同項に規定する鳥獣又は鳥類の卵の捕獲等又は

採取等をするとき。  
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表 9.2-33(2) 生物・生態系に関する法令等 

法令・条例等 責務等 

特定外来生物による生態系

等に係る被害の防止に関す

る法律 

（平成 16年法律第 78号） 

（目的） 

第一条  この法律は、特定外来生物の飼養、栽培、保管又は運搬（以下「飼養等」と

いう。）、輸入その他の取扱いを規制するとともに、国等による特定外来生物の防除

等の措置を講ずることにより、特定外来生物による生態系等に係る被害を防止し、

もって生物の多様性の確保、人の生命及び身体の保護並びに農林水産業の健全な発

展に寄与することを通じて、国民生活の安定向上に資することを目的とする。 

（飼養等の禁止）  

第四条  特定外来生物は、飼養等をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、こ

の限りでない。  

一  次条第一項の許可を受けてその許可に係る飼養等をする場合  

二  次章の規定による防除に係る捕獲等その他主務省令で定めるやむを得ない事由

がある場合 

（放出等の禁止）  

第九条  飼養等、輸入又は譲渡し等に係る特定外来生物は、当該特定外来生物に係る

特定飼養等施設の外で放出、植栽又はは種（以下「放出等」という。）をしてはなら

ない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。  

一  次条第一項の許可を受けてその許可に係る放出等をする場合  

二  次章の規定による防除に係る放出等をする場合 

 

6) 東京都等の計画等の状況 

生物・生態系に関する東京都等の計画等については、表 9.2-34に示すとおりである。 

表 9.2-34 生物・生態系に関する計画等 

関係計画等 目標・施策等 

第 11次鳥獣保護管理事業計画 

（平成 27年３月 東京都） 

・人と野生鳥獣との共生の確保及び生物多様性の保全を基本として、野生鳥獣を適切

に保護及び管理することにより、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する

法律（以下「法」という。）第４条第１項の目的を達成するため、国の定める「鳥

獣の保護及び管理を図るための事業を実施するための基本的な指針」に基づき、東

京都の地域事情を勘案して、「第 11 次鳥獣保護管理事業計画」を定める。 

第一 計画の期間 

第二 鳥獣保護区、特別保護地区及び休猟区に関する事項 

第三 鳥獣の人工増殖に関する事項 

第四 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可に関する事項 

第五 特定猟具使用禁止区域、特定猟具使用制限区域及び猟区に関する事項 

第六 特定計画に関する事項 

第七 鳥獣の生息状況の調査に関する事項 

第八 鳥獣保護管理事業の実施体制に関する事項 

第九 その他 

植栽時における在来種選定ガ

イドライン 

（平成 26年５月 東京都） 

・東京都は、緑の「量」の確保に加え、生態系への配慮など緑の「質」を高める施策

を進めており、その地域に自然に分布している植物（以下「在来種」という。）を

増やすことで、在来の生きものの生息場所を拡大する取組を行っている。本ガイド

ラインは、都民や事業者が緑化をする際に参考となるものとして作成されている。 
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9.2.2 予測 

(1) 予測事項 

予測事項は以下に示すとおりとした。 

1) 陸上植物の植物相及び植物群落の変化の内容及びその程度 

2) 陸上動物の動物相及び動物群集の変化の内容及びその程度 

3) 生育・生息環境の変化の内容及びその程度 

4) 生態系の変化の内容及びその程度 

 

(2) 予測の対象時点 

予測の対象時点は、大会開催前、大会開催後とした。 

 

(3) 予測地域 

予測地域は、計画地及びその周辺地域とした。 

 

(4) 予測手法 

予測手法は、東京 2020 大会の実施計画を基に、生物・生態系の変化の程度を把握して予測す

る方法とした。 

 

(5) 予測結果 

1) 陸上植物の植物相及び植物群落の変化の内容及びその程度 

事業の実施により、第一球技場計画地内の植栽樹群が改変されるが、既存のケヤキ等の樹木

の保存や一部樹木を移植する計画である。また、第一球技場計画地及び第二球技場計画地を含

めた「スポーツの森」敷地全体において、品川区みどりの条例（平成６年品川区条例第 19号）

で示された基準を満たす計画である。 

計画地内の樹木の伐採や保存、移植の検討に当たっては樹木診断等を行い、生育不良木や枯

死木など健全度が高くないものや植生に影響を及ぼすおそれのある外来種を中心に伐採する

こととし、樹勢や樹形の良いものなど移植に適した樹木を選定した上で、移植場所を既存樹木

との連続性に考慮した配置とする計画である。また、第一球技場計画地外周部は、国際大会時

の仮設スタンド設置を考慮して、芝生地として整備し、既存植栽との連続性を確保する計画で

あることから、現況の植物相及び植物群落は維持されると予測する。 

現地調査の結果、第一球技場計画地内では注目される種のキキョウが確認されており、この

生育地は改変されるが、花壇内で確認されていることから植栽種と考えられる。第二球技場計

画地の現況は人工芝のグラウンドであり、既存施設の改修のみを行う計画のため、計画地周辺

の大井ふ頭中央海浜公園スポーツの森に生育する植栽樹群等の改変は生じない。 

2) 陸上動物の動物相及び動物群集の変化の内容及びその程度 

事業の実施により、第一球技場計画地内の植栽樹群が改変され、樹林を主たる生息地とする

コゲラ等の鳥類や、は虫類のニホンヤモリ、コウチュウ目等の昆虫類やクモ類の生息地が改変

されるが、既存のケヤキ等の樹木の保存や一部樹木を移植する計画である。また、第一球技場

計画地及び第二球技場計画地を含めた「スポーツの森」敷地全体において、品川区みどりの条

例（平成６年品川区条例第 19号）で示された基準を満たす計画である。 
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計画地内の樹木の伐採や保存、移植の検討に当たっては樹木診断等を行い、生育不良木や枯

死木など健全度が高くないものや植生に影響を及ぼすおそれのある外来種を中心に伐採する

こととし、樹勢や樹形の良いものなど移植に適した樹木を選定した上で、移植場所を既存樹木

との連続性に考慮した配置とする計画である。また、第一球技場計画地外周部は、国際大会時

の仮設スタンド設置を考慮して、芝生地として整備し、既存植栽との連続性を確保する計画で

ある。これにより、現況の陸上動物の生息地は維持され、確認された鳥類、は虫類、昆虫類等

の動物相及び動物群集は維持されると予測する。 

現地調査の結果、第一球技場計画地及び第二球技場計画地内では、注目される動物は確認さ

れていない。第二球技場計画地の現況は人工芝のグラウンドであり、既存施設の改修のみを行

う計画のため、計画地周辺の大井ふ頭中央海浜公園スポーツの森に生育する植栽樹群等の動物

の生息地に改変は生じない。 

3) 生育・生息環境の変化の内容及びその程度 

事業の実施により、第一球技場計画地内の植栽樹群、土壌が改変され、既存樹木が一部伐採

される。このため、樹林環境に生育する植物と、移動性の低い動物相及び動物群集（地上徘徊

性の昆虫やクモ類等）の生息環境が変化するおそれがあると予測する。 

事業の実施に当たっては、既存のケヤキ等の樹木の保存や一部樹木を移植する計画である。

また、第一球技場計画地及び第二球技場計画地を含めた「スポーツの森」敷地全体において、

品川区みどりの条例（平成６年品川区条例第 19号）で示された基準を満たす計画である。 

計画地内の樹木の伐採や保存、移植の検討に当たっては樹木診断等を行い、生育不良木や枯

死木など健全度が高くないものや植生に影響を及ぼすおそれのある外来種を中心に伐採する

こととし、樹勢や樹形の良いものなど移植に適した樹木を選定した上で、移植場所を既存樹木

との連続性に考慮した配置とする計画である。また、第一球技場計画地外周部は、国際大会時

の仮設スタンド設置を考慮して、芝生地として整備し、既存植栽との連続性を確保する計画で

ある。これにより、現況の移動性の低い動物相及び動物群集（地上徘徊性の昆虫やクモ類等）

の多様な動植物の生育・生息環境は維持されると予測する。 

第二球技場計画地の現況は人工芝のグラウンドであり、既存施設の改修のみを行う計画のた

め、計画地周辺の大井ふ頭中央海浜公園スポーツの森に生育する植栽樹群等の動植物の生育・

生息環境の改変は生じない。 

4) 生態系の変化の内容及びその程度 

事業の実施により、第一球技場計画地内の植栽樹群、土壌が改変され、既存樹木が一部伐採

される。このため、生態系を構成する陸上植物、陸上動物が相互に係わる生育・生息環境が改

変される。 

事業の実施に当たっては、既存のケヤキ等の樹木の保存や一部樹木を移植する計画である。

また、第一球技場計画地及び第二球技場計画地を含めた「スポーツの森」敷地全体において、

品川区みどりの条例（平成６年品川区条例第 19号）で示された基準を満たす計画である。 

計画地内の樹木の伐採や保存、移植の検討に当たっては樹木診断等を行い、生育不良木や枯

死木など健全度が高くないものや植生に影響を及ぼすおそれのある外来種を中心に伐採する

こととし、樹勢や樹形の良いものなど移植に適した樹木を選定した上で、移植場所を既存樹木

との連続性に考慮した配置とする計画である。また、第一球技場計画地外周部は、国際大会時

の仮設スタンド設置を考慮して、芝生地として整備し、既存植栽との連続性を確保する計画で

ある。これにより、現況の生態系は維持されると予測する。 

第二球技場計画地の現況は人工芝のグラウンドであり、既存施設の改修のみを行う計画のた
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め、計画地周辺の大井ふ頭中央海浜公園スポーツの森に生育する植栽樹群等の動植物の生育・

生息環境の改変は生じない。 
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9.2.3 ミティゲーション 

(1) 予測に反映した措置 

・既存のケヤキ等の樹木の保存や一部樹木を移植する計画である。また、第一球技場計画地及

び第二球技場計画地を含めた「スポーツの森」敷地全体において、品川区みどりの条例（平

成６年品川区条例第 19号）で示された基準を満たす計画である。 

・計画地内の樹木の伐採や保存、移植の検討に当たっては樹木診断等を行い、生育不良木や枯

死木など健全度が高くないものや植生に影響を及ぼすおそれのある外来種を中心に伐採す

ることとし、樹勢や樹形の良いものなど移植に適した樹木を選定した上で、移植場所を既存

樹木との連続性に考慮した配置とする計画である。 

・第一球技場計画地外周部は、国際大会時の仮設スタンド設置を考慮して、芝生地として整備

し、既存植栽との連続性を確保する計画である。 

 

(2) 予測に反映しなかった措置 

・十分な植栽基盤（土壌）の必要な厚みを確保する。 

・今後、樹木の新植を行う場合には、「植栽時における在来種選定ガイドライン」（平成 26 年

５月 東京都環境局）等を参考に選定する計画である。 

 

9.2.4 評価 

(1) 評価の指標 

評価の指標は、生物・生態系の現況とした。 

 

(2) 評価の結果 

事業の実施に伴い、計画地内の動植物の生育・生息環境となる植栽樹林、土壌が改変され、一

部の既存樹木が伐採されるが、既存のケヤキ等の樹木の保存や一部樹木を移植する計画である。

また、第一球技場計画地及び第二球技場計画地を含めた「スポーツの森」敷地全体において、品

川区みどりの条例（平成６年品川区条例第 19号）で示された基準を満たす計画である。 

計画地内の樹木の伐採や保存、移植の検討に当たっては樹木診断等を行い、生育不良木や枯死

木など健全度が高くないものや植生に影響を及ぼすおそれのある外来種を中心に伐採すること

とし、樹勢や樹形の良いものなど移植に適した樹木を選定した上で、移植場所を既存樹木との連

続性に考慮した配置とする計画である。 

第一球技場計画地外周部は、国際大会時の仮設スタンド設置を考慮して、芝生地として整備し、

既存植栽との連続性を確保する計画である。これにより、周辺地域も含めた現況の動植物の生

育・生息環境は維持されるものと考える。なお、今後、樹木の新植を行う場合には、「植栽時に

おける在来種選定ガイドライン」（平成 26 年５月 東京都環境局）等を参考に樹種を選定する計

画である。 

また、第二球技場計画地の現況は人工芝のグラウンドであり、既存施設の改修のみを行う計画

のため、計画地周辺の大井ふ頭中央海浜公園スポーツの森に生育する植栽樹群等の動植物の生

育・生息環境の改変は生じない。 

以上のことから、計画地における生物の生育・生息環境は維持され、計画地周辺も含めた地域

としての生物・生態系の評価の指標は満足するものと考える。 
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